
○議長 赤嶺奈津江さん これから本日の会議を開き

ます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付し

たとおりであります。

開議（午前10時00分）

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長 赤嶺奈津江さん 日程第１．会議録署名議員

の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規

則第127条の規定によって10番 大城勇太議員、12番

金城憲治議員を指名します。

日程第２．一般質問

○議長 赤嶺奈津江さん 日程第２．一般質問を行い

ます。それでは、通告書のとおり順次発言を許します。

２番 大城重太議員。

〔大城重太議員 登壇〕

○２番 大城重太君 皆様おはようございます。令和

６年第４回定例会一般質問のトップバッターを務めさ

せていただきます。よろしくお願いします。毎年です

ね、12月になると今年もあっという間だったなという

ふうに思うんですけれども、今年も本当にあっという

間な１年だったなということで、こうやってせわしく

仕事をさせていただけているのも町民の皆様のおかげ

であり、また、いろんなことにチャレンジさせていた

だいていることに感謝して、また今回の一般質問も次

年度につながるようなスタートダッシュ、来年スター

トダッシュが切れるような一般質問をしていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いします。

まず、今回から試験導入されているタブレットを使っ

て質問させていただきたいと思います。一問一答にて

よろしくお願いいたします。大問１、ごみの分別処理

を問う。（１）ごみ処理施設において、リチウムイオン

電池が原因の発火事故が増加しており、全国的な問題

となっているが、南風原町ではどのような対策を取っ

ているか。（２）現在の分別では、リチウムイオン電池

内蔵の製品はどのような処理方法となっているか。（３）

リチウムイオン電池内蔵の製品が可燃ごみに混入しな

いように、区分変更して分別収集できるようにしては

どうか。以上、答弁よろしくお願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 おはようございます。まず、

質問事項１（１）についてお答えいたします。リチウ

ムイオン電池は、ごみ処理施設に搬入できないごみと

して役場窓口や協力店などで回収している旨をホーム

ページやごみ分別ポスターで周知をしています。

（２）についてです。役場窓口や協力店で回収後、

小型充電式電池を回収し、再資源を推進している一般

社団法人ＪＢＲＣに回収してもらっています。

（３）です。リチウムイオン電池等については、資

源有効利用促進法において指定再資源化製品に位置づ

けられており、製造事業者及び輸入事業者が自主回収

及び再資源化に取り組むことが義務づけられ対応する

ことになっています。そのため町による分別収集は行っ

ておりませんが、今後同製品の分別収集について調査

研究をしてまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 答弁ありがとうございます。（１）

から順を追って再質問していきたいと思います。先ほ

どの答弁でもリチウムイオン電池はごみ処理施設に搬

入できないごみというふうにお答えいただいたと思い

ますが、まさにそのとおりなんですけれども、実際は

ごみ処理施設のほうに運ばれてきてるという現状があ

ります。これが原因で火災事故が発生したりというの

も、実際那覇市・南風原町の環境クリーンセンターで

も起こっているというような事態があります。その中

で我が南風原町ではどういうふうにしたらいいのかと

いうところで、今現状を見てみたところ、ポスターで

もリサイクルの協力のお願いにしかなっていなくて、

これがごみとして混入することで大変な事故につなが

りますよというような注意喚起とかですね、そういっ

た啓発には全くなっていないというふうに感じました。

なのでお願いベースではなくて、こういった危険性が

あるよというような伝え方も必要ではないかというふ

うに思うんですが、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務部長。

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

本町でもホームページやごみ収集分別のチラシ等にお

いて分別、回収等についてはできませんということで

お知らせをしているんですが、重太議員おっしゃると

おりホームページで危険性とかそういったものについ

てはちょっと弱いなというのは認識しておりますので、

他の団体のホームページを参考にしながら、町民にそ

の取扱い、適切な取扱いについてホームページ等で充

実させて周知していきたいと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。是非で

すね、ポスターの作り方を工夫するとかも必要だと思



うんですけれども、この分別ポスターとは別にですね、

言ったように広報誌で特集ページを設けて危険性を周

知したりですね、団体が作っているような啓発ポスター

とかもあるので、そういったものを活用して啓発活動

を取り組んでいくという取組も必要だというふうに思っ

ております。実際、ごみ処理施設があるわけですから、

南風原町が率先して啓発活動を行っていうことはとて

も意義があることだと思いますので、よろしくお願い

いたします。

このポスターなんですけれども、実際家電量販店さ

んにも聞き取りを行いまして、ポスターのほうに回収

ボックスが置いてある。回収ボックスに入れてくださ

いというふうに書いてあるんですけれども、実際問い

合わせてみたところ、回収ボックスはなかったんです

ね。実際に自分も見に行ったんですけど、なくて。話

を聞いたら危険なものなので、例えば膨張したバッテ

リーとかというのは捨てられないんですね。これはい

ろんな人が膨張したバッテリーとか、量販店でも処分

できない。リサイクルマークのついてないやつとかを

入れられると量販店も困ってしまうし、危険性も増し

てしまうので、実際に店員が見て処理できるかどうか

というの判断して引き受けているというような形にな

るというふうに言っていました。なのでそういったこ

ともこちらから発信していかないと、我々町民、ごみ

を捨てる側としては分からないので、そういったこと

も細かくやっぱり説明する必要があるなというふうに

思っています。なので、このごみ処理施設に製品が混

入しないためには、そういったところで回収していく

ということが防止策につながるのではないかというふ

うに思っています。

そこでですね、南風原町内では回収ポイント、こう

いった家電量販店さんとか回収協力店が何店舗あるの

か。また南風原町が自治体として拠点回収を行ってい

るんですけれども、役場、住民環境課以外にそういっ

た拠点回収をしている場所があるのかどうか、こちら

をお聞かせください。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務部長。

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

リチウムイオンの回収場所としては、本町では住民

環境課窓口１か所となります。また町内には、先ほど

重太議員もおっしゃった家電の量販店をはじめ、町内

３か所、役場窓口を含めて４か所、取扱い窓口を設置

しております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ちょっと４か所では少ないのか

なというふうに思っていますので、是非拠点回収ポイ

ントを役場の住民環境課以外にも、中央公民館であっ

たりとかちむぐくる館であったりとか、可能なところ

でポイントが設けられそうなところがあれば増やして

いってもらって、できるだけ町民が捨てやすいような

環境をつくってもらえたらいいなというふうに思って

います。また、民間のほうにもですね、家電量販店さ

んとかといったところにも是非協力を依頼して、もっ

と協力いただける民間の企業さんも募っていただけれ

ばと思うんですけれども、ものによっては捨て方も変

わってくると思うんですね。ただリチウムイオン電池

といってもいろんな製品に使われていて、身の回りに

たくさんあります。例えば加熱式のたばこ、これはコ

ンビニさんでも回収していたりすると思うんですけれ

ども、南風原町内のコンビニでこの加熱式たばこは回

収できるかどうかご存じでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務部長。

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

まず、このリチウムイオン電池の回収については、Ｊ

ＲＢＣさんが一手に回収をし、リサイクルにつなげて

いる団体となっておりまして、そこに登録している団

体ですか。これは本町を含め町内に４か所あるという

ことで、協力店として登録しております。しかしコン

ビニさん等ですね、町内にあるコンビニが登録してい

るところは現在ございません。ですから取り扱ってい

るかどうか確認はしておりませんが、このＪＲＢＣさ

んの協力店としては４か所のみとなっていますので、

我々の認識としては取り扱えるのはこの４か所という

ことと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。いろん

な団体がですね、いろんな団体というのは、リチウム

イオン電池を内蔵している製品をつくっている、加熱

式たばこもそうなんですけれども、ＪＴさんが加盟し

ている1,000何百店舗とあるんですけれども、そこで回

収していたりとか、そういったこともやっているので、

是非ですね、これを調査研究してもらって、どこでだっ

たら何が捨てられるよとかというのを是非やってもら

いたいなというふうに思います。というのはやっぱり

正しい処理方法が分からないがゆえに不法投棄が増え

たりですね、やってはいけないごみに出してしまった

りとかということが起きると思うので、正しい処理の

方法を是非周知していってほしいなというふうに思い

ます。

そこで（２）に行くんですけれども、（２）の答弁で

は先ほど回答いただいたように、一般社団法人のＪＢ

ＲＣの協力店で回収してもらっているところなんです



けれども、なかなか難しいのが、このリチウムイオン

電池内蔵製品というのは繰り返し充電して使える製品

になるんですけれども、これは本当に身の回りにたく

さんあって、子どものおもちゃから、大人が吸う加熱

式たばこことかいろんな製品で使われています。周り

が金属製だったらこれは燃えるごみじゃないなとか分

かりやすいんですけれども、完全に周りがプラスチッ

クに囲われているワイヤレスのイヤホンだったりとか、

ハンディーの小型の扇風機とかだったり、こういった

ものはもうプラスチック製品にしか見えなくて、燃え

るごみに出してしまう人もたくさんいると思うんです

ね。それがこういったごみ処理場だったりパッカー車

での火災とかにつながると思うので、これが可燃ごみ

に入ってしまわないように、是非処分方法をそこら辺

も調べてお伝えしていただければと思うんですけれど

も、実際これを対策する方法として、何か考えている

対策とかというのはあったりしますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務部長。

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

リチウムイオン電池は非常に便利で、繰り返し使え

て、非常に我々の生活の身の回りにたくさん使われて

いる電池でありますが、一方でですね、変形してしま

うと火災につながるという、一方では危険な、取扱い

を間違えると危ないものに、電池と認識しております。

ただ、この取扱いについては、環境施設組合で回収し

て処理することは行っておりませんので、やはり先ほ

ど申したこの４か所の協力店で回収して、ＪＢＲＣさ

んにつなげていくのが大切なことと考えております。

その前にはそのためには町民へと徹底して取扱いを周

知をしていくことが最優先かと考えていますので、今

後、広報誌、ホームページなどで分かりやすく周知を

図って強化してまいりたいと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 そこでですね、南風原町の環境

施設組合、クリーンセンターではごみ搬入は、リチウ

ムイオン電池は行っていないんですけれども、これを

環境施設組合のほうとも調整してですね、南風原町が

回収を行うようなことも検討してほしいというふうに

思うんですけれども、実際にやっているところはあり

ます。数は少ないんですけれども、回収してですね、

そんなに頻度は多くないんですけれども、たくさん回

収するとまた大変なので、１か月に１回とかですね、

これは有害危険ごみと一緒に、電池は電池にまとめて、

そういった感じでですね、リチウムイオン電池の製品

はまとめて出してもらうことで混入しないというのが

危険性を防げるというのがありますので、そこの危険

性を考えてやってもらったらどうかと思うんですね。

というのはやっぱり燃えるごみに入ってしまうと、も

う袋に入っていてパッカー車にも入れてしまうので分

からなくなるんですけれども、これが不燃ごみで燃え

ないごみとして出された場合、ごみ処理施設のほうで

袋を開けて中を分別する作業があるんですねそこで破

砕機にかけてしまわないように分別するんですけれど

も、そういった手間とかリスクを軽減する意味でも、

最初から分けてもらえればそういった危険性も減るし、

ここで働く人たちの精神的な負担とか作業の重みも変

わってくると思うので、そこも是非南風原町が率先し

て町での回収を行うということも検討してもらいたい

と思いますが、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務部長。

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えします。

重太議員がおっしゃるとおりですね、我々も近隣の

状況を確認したところ、これは回収していないという

市町村もあれば、回収していると、行っているという

ことの市町村もありましたが、現在我々としては、リ

チウム電池については水など、液体で濡らさないとか、

金属探知部分がショートしないようテープなどで絶縁

する。また、破損や変形を防ぐために無理に外さない

などですね、いろんな制限がありますので、そういっ

たのをまずは周知して、住民には周知して、まずはそ

れが最優先かなと考えていますが、この分別回収につ

いても近隣等、また今後調査研究しながら可能かどう

か、調べていきたいと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。まずは

できることから、啓発の部分から是非取り組んでいた

だきたいなと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは質問事項の２に行きたいと思います。大問

２、働き方改革の推進を問う。（１）本年２月に第５次

南風原町行政改革大綱が策定され、令和５年度から令

和９年度の５年間の具体的な取組が定められたが、今

回の計画の最大のポイントはどこか。（２）働き方改革

の中には、ワークライフバランスの推進を図るとある

が、町職員も皆生活スタイルが違う中、個々が働きや

すい環境がつくられているか。（３）フレックス制度導

入、推進し、育児・介護の両立支援や、若い世代の働

きやすさを重視し、職員の定着率向上を目指してもら

いたいかどうか。以上、答弁よろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項２（１）についてお

答えいたします。行政改革大綱は、総合計画を推進し、



町民サービスの向上と持続可能な行財政経営を目指す

ための計画となっており、計画に掲げた施策に取り組

むこととしています。今回の計画のポイントとしては、

基本方針２「組織力の強化と人材育成」において、（１）

時代に即した人材育成と働き方改革、（２）自治体ＤＸ

の推進となります。

（２）です。本町では、行政需要等に応じた職員、

会計年度任用職員の適正配置による業務の平準化、Ｄ

Ｘ推進による業務の効率化を図るなど、ワークライフ

バランスを推進し、職員が働きやすい環境づくりに努

めているところです。

（３）です。本町における職員に対する育児・介護

の両立支援や若い世代の働きやすさについての休暇制

度は十分整備されており、職員の定着率も高いと認識

しています。フレックス制導入については、本町の勤

務形態や今後の働き方等を勘案し調査してまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 答弁ありがとうございます。（１）

のほうですね。今回の計画のポイントとして、組織力

の強化と人材育成において、時代に即した人材育成と

働き方改革で自治体ＤＸの推進となります。というふ

うにあるんですけれども、前回のものと比較してもや

はりそこがポイントなのかなというふうに思いました。

全体的に見ても、本当に今回、前回のは令和元年度か

ら４年ぐらいでしたっけ、コロナ禍の真っ最中という

ことがあったので、なかなか難しかった部分もあるん

だろうなと思いますけど、それを踏まえてコロナ禍を

経験した上でいろいろ変化があった中で、今回つくら

れた内容というところで、このＤＸが入ってきていた

り、働き方のワークライフバランスの部分が入ってき

たりとかですね、いろんな部分でかなり前に進んだ内

容になっているなと思ったので、本当にすばらしい内

容だと思います。その中でもこの基本方針２の組織力

の強化と人材育成、この部分においてお伺いしたいん

ですけれども、（２）働き方改革の中にはワークライフ

バランスの推進を図るとあるが、町職員も皆生活スタ

イル違う中、個々が働きやすい環境がつくられている

かという部分ですね、まずは職員が意見を出しやすい

ように、意見箱とかそういった環境がつくられている

かどうかというところが気になるんですけれどもいか

がでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務部長。

○総務部長 宮平 暢君 職員の声を出す意見箱とい

うのは設けておりませんが、ただ、よく課内会議や上

司との関係、また企画財政課から町への新しい事業の

提案等を全職員に周知してですね、そのアイデアを吸

い取るような体制を取っておるところであります。ま

た、普段から風通しのよい、誰でもいろんな意見が出

せるような雰囲気に努めているところではあります。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 私もですね、職員といろいろ話

をしている中でどういったことをやっているよ、こう

いったことやっているよという話を聞いていると、と

ても楽しそうに話をしてくれてですね、また、同期と

か横のつながりというかですね、いろんなところでバ

ランスが取れたというか、お互い悩みを相談し合える

ような職員関係もあるんだなというふうに思っていて、

私が見る限りというかで、職員から話を聞く限り、と

ても充実した環境だなというふうに思っていて、私も

入庁して一緒に働きたいなと思うぐらいすごいいい環

境だというふうに感じています。

ただ、もっともっとよくしていくために（３）のフ

レックス制度のほうを導入してもらいたいというとこ

ろがあるんですけれども、まず、ここで気になるのが

定着率ですね、職員の定着率というのが大体どれぐら

いになっているのかというところをちょっと教えてく

ださい。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。まず、

令和元年度から令和５年度の採用職員の１年以内、３

年以内、５年以内の定着率でお答えいたします。まず、

１年以内の定着率につきましては、61人の採用に対し

まして、３月末時点での勤続者は56人で92％となって

おります。次に令和元年度から令和３年度採用職員の

３年以内の定着率、こちらのほうが85％となっており

ます。最後に令和元年度採用職員の５年以内の定着率、

こちらにつきましては100％となっております。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。いろい

ろ調べていく中で、平均の定着率というのが85％前後

というふうにあったんですね。そういったところと比

較しても、やはり南風原町の職員の定着率というか、

働きやすさというのはかなり高いものだというふうに

思っています。ただ、次にですね、スポーツ少年団の

話もするんですけれども、いろんな生活スタイルがあ

る中で、子どもが一番生活スタイルの変化をもたらす、

子どもの成長によって子どもが生まれたり、そこの成

長過程で大分生活スタイルも変わってきたりとかする

と思うんですけれども、そこで子どもの、例えば小学

校６年生、スポーツをやっていて今年最後の年だから、



見守りとか子どもの部活動に時間を割きたいというと

きに、早めに仕事を切り上げたいとかという要望も出

てくるかもしれません。なのでそういったところでそ

ういった選択肢ができるように今はフレックス制度は

導入していないということなんですけれども、そういっ

たことも選択できるように、これを是非考えてもらい

たいんですけれども、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務部長。

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

重太議員おっしゃるとおり、子どものための休暇を取っ

て行事に参加したいという事案については、我々年次

休暇、夏季休暇、様々な休暇があります。またドナー

休暇、産後パパ育児休暇、リフレッシュ休暇等ござい

まして、その休暇中で対応できると考えております。

また、フレックスタイムの導入についてはですね、県

外の団体で先に導入している団体がありますが、これ

は試験的に導入している団体がありまして、その団体

においては９時から15時の間、４時間はコアタイムと

いうことで全職員、この９時から午後３時までの間の

４時間は必ず勤務しましょう。その残りの朝７時から

夜の９時までの間に残りの時間を自分で自由に勤務し

ていいですよというものを試験的に、ある一定の課で

導入している団体がありますが、そうした場合、町民

のサービス時間が、職員の時間が広範囲になるんです

が、窓口が同じ時間だということになると町民サービ

スへの影響、また業務時間に応じ対応した調整ですね。

職員のコミュニケーション、制度の理解と浸透、労働

時間の管理、公平性の確保など様々な課題が生じてき

ますので、我々はこういったですね、今フレックスタ

イムを導入している場所は、国、都道府県とか、窓口

対応の比較的ないところで導入はされておりますが、

住民へ直接対応する市町村においてはなかなか進んで

いないところでありますが、今後ですね、国の制度等

も注視しながら、調査研究はしてまいりたいと考えて

おります。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。こうやっ

て県外の事例とか、いろんなところで見て、これが行

政に合った働き方なのかとかを含めて考えていただい

ているというところでは本当にありがたいと思います。

是非南風原町もですね、いろんな手段を使って、いろ

んな休暇を使って働きやすい環境が整えられていると

いうふうに分かりましたので、そこも検討、いろいろ

研究しながらもっともっと南風原町職員が働きやすい

ような改革を、今フレックスと申し上げたんですけれ

ども、フレックス制度にこだわらずに、そういったと

ころで子どものために時間を使えるような働き方がで

きるのであれば、そこを是非検討していただければと

思います。引き続きよろしくお願いいたします。それ

では次の質問に行きたいと思います。

大問３、スポーツ少年団員のパフォーマンス向上を

（１）現在のスポーツ少年団の数と登録人数はどのく

らいか。またその推移を伺う。（２）団員のスポーツ傷

害はどのようなものがあるか。（３）発達段階にある子

どもたちの健康やパフォーマンス向上を図るために、

体力や栄養、ストレッチなどの講座を検討する必要性

についてどう考えているか。（４）講座を定期開催する

可能性や継続性の担保について意見を伺いたい。以上、

答弁よろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 大問３についてお答えいたし

ます。（１）についてです。南風原町スポーツ少年団及

び登録人数は、令和元年度31団、500名。令和２年度、

30団、478名。令和３年度、30団、564名。令和４年度、

31団、580名。令和５年度、29団、580名。令和６年度、

29団、609名となっております。

（２）についてです。一般的に、子どものスポーツ

傷害は、骨折や捻挫などの外力が加わって起こるけが

などのスポーツ外傷と、スポーツを続けることで起き

る疲労骨折などの身体の傷害などがあると考えており

ます。

（３）と（４）は関連しますので、一括で答弁いた

します。ご提案のような講座や学習の場は、健康習慣

の養成やメンタルヘルスの向上、社会的スキルの育成

など多岐にわたるメリットをもたらすとの考えから必

要だと考えております。各スポーツ少年団でのそのよ

うな講座や学習の場を考えていただくよう、スポーツ

少年団専門部会へ提案していきたいと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 答弁ありがとうございます。（１）

のスポーツ少年団員の登録人数、その推移なんですけ

れども、やはり令和元年から令和３年度にかけてまで、

コロナの影響があったので、一時は、令和２年度は478

名と少し人数が減ったような時期もあったと思うんで

すけれども、今は609名と、令和元年度に比べても100

名ぐらい増えています。これもですね、やはりコロナ

禍を経験して体を動かさないと、心身ともに健康な状

態の子どもにとって大切な時期を送れないんじゃない

かというふうに考えた親御さんも多かったんじゃない

かなというふうに思います。改めてコロナ禍において

体を動かすことの大切さが分かってきてのこの100名増

加なのかなというふうに勝手に想像したりするんです



けれども、ここに含まれていない子どもたちでも水泳

教室に行っていたり、体操教室に行っていたりとかは

あると思います。

そこで次の質問（２）、（３）に行きたいと思うんで

すけれども、一番自分もコロナのときに感じたのが、

やはりけがが増えたんですね。野球もそうなんですけ

れども、この傷害という部分では、一般的なこういっ

たスポーツ傷害の骨折や捻挫とか、疲労骨折とか、意

外にも野球肘とか、いろんなスポーツにおいて特殊な

けががあったりすると思うんですね。野球のほうも投

球制限とか体のことを考えてあるんですけれども、こ

のコロナ禍は特にそういうのが増えたなと感じていま

す。もちろん、そういったけがに対してはスポーツ少

年団のほうで、バスケだったらバスケットの体の動き

に合わせたストレッチとか、いろんなことをやったり、

野球は野球の動きに合わせたとかストレッチとか、体

の動かし方を教えたりとかというのはしているんです

けれども、いかんせん部活動、スポーツ少年団の活動

内だけでは難しい部分もあったりするので、そこをど

うにか学校の分野のほうでできないかというところが

今回の質問の意図でもあります。例えばですね、幼稚

園とか保育園でもスポーツクラブの講師を呼んで体を

動かすような授業をやったりとかあると思うんですけ

れども、同じように小学校でも専門の体育の先生がい

ないわけですから、１学期に１回講座を設けるとか、

年間に３回、例えば１学期は熱中症予防とか栄養とか、

そういったところの講座をして、２月には体の使い方

を教えてとか、３月は寒くてけがも増える、体もちゃ

んと温めて動かないとけがをするという、寒い時期と

いうのはストレッチを教えたりとかですね、部活をやっ

ていない子どもに対しても、ここはしっかり押さえて

おかないといけないよというところを押さえるような

講座を学校のほうで持ってみてはどうかと思うんです

が、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

学校のほうではですね、体育科の授業がございまして、

そちらではもともと心と体を一体として捉え、生涯に

わたって心身の健康を促進し豊かなスポーツライフ等

を現実するための資質能力を育成することを目指して

おります。その中で安全面だったり、自身の健康につ

いても課題を見つけて対応できるであったり、そのよ

うな形のもので目指しております。確かにコロナ禍に

おいては体育科とか種目に制限があって、本当に子ど

もたち水泳ができなかったりとかですね、そういった

中でやはり体力が落ちたということは言われておりま

すが、今はそういう制限とかもございませんので、き

ちんと体育科の中でやっていきたいというふうに考え

ています。栄養についても、給食センターにいます栄

養士の方とかが来て、栄養について子どもたちにお知

らせをしたり、あと給食の時間の放送等でも、今日の

給食の栄養についてというお知らせをしたりとかとし

ております。講座を新たに設けるということは厳しい

ですが、学校の指導要領に基づいている教科書の中で

も、体力の向上だったり、安全面の指導とかというと

ころもありますので、その授業の中で講師を招集して、

その事業を一緒にやっていくというようなことができ

ないかということは各学校の工夫でやっていくことは

可能だというふうに考えています。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。是非で

すね、各学校での工夫でいろんなことができるという

ふうにあったと思いますけれども、スポーツ少年団も

できることは一応取り組んでいます。スポーツ少年団

も全体が集まる。いろんな部活動が一堂に会するとい

うのは総会ぐらいで、ほかにはないんですね。なので、

全部のスポーツ少年団を集めて、何かこういった講習

会をするとかというのも、親を育てる、指導者を育て

るというところもやはり必要だと思いますので、そこ

も進めてもらいたいんですけれども、やはり子どもも

自分の体は自分で守らないといけないという部分もあっ

たりすると思うんですね。熱中症とかもそうですし、

朝ご飯を食べていなくて体調が悪いとかというのも、

自己申告をまずしないととか、体のケアに関しても動

いた後、自宅でできるケアは確実にやるとか、そういっ

た意識づけというのも、やはり子どもたちが自分で自

分の身を守るという意識も大切だと思うので、そこの

こともスポーツ少年団だけではなくて、学校の先生も

一緒に見てもらえたらよりいいのかなというふうに思っ

ています。特にスポーツ少年団――悪いところではあ

るんですけれども、やはり教えるところが多過ぎて、

ストレッチが、準備体操とか、その後のストレッチと

かがおろそかになってきがちなんですね。すぐストレッ

チもなしにそのまま試合に入ってしまったりとかとい

うのがあるので、そこら辺もそうならないように、子

どもたちがうまく時間を使って、ちょっと体をほぐす

とかというのができるようなことが、子どもたちも意

識できるようなことがあれば、そこも学校も取り組ん

で一緒にやっていけたらなと思いますので、ぜひよろ

しくお願いいたします。以上で私の質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。



休憩（午前10時44分）

再開（午前10時54分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。13番 照屋仁

士議員。

〔照屋仁士議員 登壇〕

○13番 照屋仁士君 それでは一般質問、２番手、13

番議員の照屋仁士です。よろしくお願いいたします。

昨日も神里の改善センターのほうで農振農用に関わる

住民との意見交換が行われました。内容としては、農

振農用地をどう守っていくか、どう有効利用していく

かという内容だったんですけれども、やはりその地域

に住んでいる住民の要望というのは、非常に多岐にわ

たっていて、行政はこの目的だけれども、いろんな要

望が出てくるんですよね。そして私もこの意見交換会

ですね、町の広報誌に掲載をされていて、それで是非

とも行かないといけないなと思って、横でいろんな意

見を聞いていたんですけれども。そういった意味では、

普段、私が聞いているつもり把握しているつもりでも

なかなかその声にならない住民の声というのが、やは

りその現場現場にはたくさんあるんだなということを

感じました。今回の質問も、昨年９月議会で取り上げ

た町の管理する施設についての質問ではありますけれ

ども、是非ともこの質問を通じてですね、町民の皆さ

んに分かりやすく、理解できるようなご答弁をお願い

したいなというふうに思います。また、この議会から、

町長からご理解をいただいてタブレットが貸与されて

います。そういった部分で私たちも、よりこの議会で

の議論を深めていって、そして具体的なそしてかつ行

政のためになる政策提言をしていきたいというふうに

改めて思いますので、是非ともそのようにですね、お

互いのスキルアップを促していけるような、またご助

言も含めていただければというふうに思います。それ

では、一問一答で進めていきたいと思います。

１点目の質問です。公園の長寿命化計画はどうなっ

た。（１）対象となる公園はどこか。また主な整備内容

はどうなっているか。（２）公園には様々な要望があり、

町民の求めにも可能な限り応えてほしいがどうか。（３）

神里ふれあい公園に、東屋と健康遊具、回転広場等、

新たに設置してほしいかどうか。よろしくお願いしま

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１点目（１）につい

てお答えいたします。本部公園、宮城公園、花・水・

緑の大回廊公園、黄金森公園、兼城公園、新川公園、

ウガンヌ前公園、神里ふれあい公園の８都市公園です。

主な整備内容は、柵及び照明の管理施設やテニスコー

ト及び野球場、陸上競技場の運動施設などの公園施設

の更新となっています。

（２）です。可能な限り希望に沿えるよう検討して

まいります。

（３）です。現時点では、事業が完了した公園への

新たな公園施設を設置する計画はございません。現在

は、劣化が著しい既存の転落防止フェンスや園路灯な

ど、公園利用者の安全安心を優先的に改築を予定して

おります。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 それでは順次再質問をさせてい

ただきます。この公園の長寿命化計画、私が前回質問

した2023年はまだ策定中であったわけですね。その中

で様々な要望を言わせていただきました。それも町民

の皆さんからの声に基づく要望であります。これは南

風原町のホームページで既に公開をされていまして、

皆さんのお手元には、資料としてその一番最後のペー

ジ、神里ふれあい公園の施設設備についての概要のほ

うを配付させていただきました。それを踏まえた上で

質問ですけれども、この長寿命計画を見ますと、計画

が2024年、本年度から10年間、答弁のあった８公園、

総事業費は10.７億円余りというふうに読み取れます

が、間違いないでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。議員ご

認識のとおりです。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 後で録画配信を見られる方にも

分かりやすいように質問していきたいと思いますが、

今答弁のあった内容ですね、このホームページから読

み取れる長寿命化計画の中で、ページ数が打たれてい

ませんが、７ページのほうに統括表が載っていて、そ

の８公園の主な事業内容、そして実施年度の予定が記

載をされています。この長寿命化計画、以前に伺った

ときには、やはりこの計画を策定することで、より有

利な財源が得られるというような答弁をいただいたよ

うに記憶をしています。この計画を策定することで得

られる財源というのが、どのような財源が得られるの

か。また、それ以外の計画外の内容については単独費

になるのかどうかですね。そのあたりのご説明をお願

いしたいと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。財源の



種類につきましては、沖縄振興公共投資交付金の都市

公園安全・安心対策事業となります。また、その補助

の要件は長寿命化計画に記載があるもの、公園面積２

ヘクタール以上、遊具施設となります。ですので、計

画外は全て町単独費となります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 この計画を策定してですね、10

年間にわたって予定を組むことで、公共投資交付金、

つまりハード交付金ですね、一括交付金の。それの財

源が得られるようになるということで理解をします。

一方では、その計画外が単費になるというのは、非常

に財源的には重たいなというふうに感じるところであ

ります。そういったことで行くと、この長寿命化計画

以降のページに、７ページ以降に今答えていただいた

８公園、それぞれ公園ごとの年次計画とか概算の予算

が記載されています。この中で行くと、以前私も提案

した内容ですとか、また町民の皆さんの要望、たくさ

んありますけども、当然全てに答えられるわけではあ

りません。そういったことで考えると、この長寿命化

計画に記載のない整備、更新なのか、もしくは新設な

のか。そういったことは分かりませんけれども、そう

いった要望、住民からの要望があった場合、どう実現

していくのか教えていただけますか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 長寿命化計画に記載の

ない既存施設は、令和４年度、５年度に点検を行った

結果、健全であるとの評価となり、計画期間10年間で

更新を行う必要がないとの結論になりました。そのこ

とから今回の計画に記載されていません。次回の健全

度調査の際に改めて更新する必要があるのか判断しま

す。そこで既存の施設で劣化がひどければ更新する計

画となります。また、長寿命化計画に記載のない新た

な公園施設については、今現在補助の項目がないこと

と、今、計画のほうは予定はございません。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今まず、財源と長寿命化計画の

概要について説明をいただきました。２番のほうに移

りたいと思います。

前回、2023年９月議会にて、町管理施設の充実をと

いう質問項目の中で、公園について質問と提案を行い、

答弁をもらっています。その中でも町民の要望や意見

を反映した維持管理、施設運営に取り組むことを確認

いたしております。また、通常の維持管理や点検、簡

易な修繕については随時対応していることにも感謝申

し上げます。しかしながら一方で、今申し上げた、た

とえ自主財源を含めたとしても、地域からの要望があ

れば様々な可能性も含めて検討するというふうに答弁

されています。計画はないにせよ、それらの前回のや

り取りも踏まえて再質問をしたいと思いますが、まず

１点目に、本部公園について、その提案のときには照

明の落下事故がありました。照明の更新については2026

年予定となっています。その他の施設も含めて、事故

やけがが発生しないように努めてほしいという趣旨で

す。また、地域の要望等も聞き取り並行して行ってほ

しいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。施設の

安全安心を確保するため、定期的な点検とパトロール

を実施し、地域住民や利用者の皆様のご意見を参考に、

よりよい施設になるよう維持管理と運営に努めてまい

りたいと考えます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 次に宮城公園です。テニスコー

トや照明が使えないという苦情が以前ありました。テ

ニスコートバックネットのほうが2028年、照明が2025

年の改修予定となっています。現在でも使用制限など

があるのかどうか。有償での利用者に不利益にならな

いようを運営してほしいと思いますが、いかがでしょ

うか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。テニス

コート、照明のほうは今故障しております。ですので、

若干の使用制限を行っている状態となっております。

多目的広場については、使用制限は行っておりません。

テニスコートの照明は故障部品、灯部のほうが現在生

産が終了していることから、修理が不可能なため、長

寿命化計画に基づき、ＬＥＤ照明へ改築して参りたい

と考えております。また、テニスコート利用者へは夜

間利用できないことを周知しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 これもですね、以前には、お金

を払っているのに、何で施設が更新されないんだと。

何で制限されるんだというような、非常に苦情を受け

ました。そういったところも十分理解できるところで

すので、行政の都合はありますけど、財源の都合はあ

りますけど、そういった声があることをしっかり受け

とめながら、より不利益の出ないような運営をお願い

します。

３点目の花・水・緑の大回廊公園ですけれども、テ

ニス、バスケ、スケボーほか、他の公園施設の整備が

予定にあります。その中でフットサルコートについて

は見当たりません。施設や機能の変更等があるのかど



うか伺います。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。フット

サルコートが記載されていない理由は、調査の結果、

劣化が少ないことから、計画期間内での対策が不要だ

からです。機能の変更は計画しておりません。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今言った花・水・緑の大回廊公

園ですけれども、他の議員の質問にも出てきたりして

おりますが、水辺の遊び場ですとか、ドッグラン、ま

たは多目的駐車場などについても提案がありました。

現在、新たな整備や新設の予定はないということです

けれども、今南風原町においても公園面積が足りない、

その拡大や新たな機能、新施設についても検討を進め

るに当たっては有効な場所だというふうに考えます。

財源の問題はあるにせよ、何らかの形で検討は進めて

ほしいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。現在、

事業のほうは今行っていないんですが、事業を再開し

た後には、いろんな意見を伺いながら必要な施設を検

討してまいりたいと考えます。また、公園の面積につ

きましては、現在都市計画決定されていますので、そ

の区域から拡大は予定しておりません。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 是非とも要望のある点ですね、

町民の要望をいろんな視点で考えてほしいというふう

にお願いをしたいと思います。

４点目の黄金森公園ですけれども、現施設の更新は

理解できます。しかしながら、体育館についての議論

は尽くされていないというふうに私は考えています。

前回の質問でも提案をいたしました防災キャンプ場、

20号壕関連施設、頂上展望台の整備、集会園路などに

ついては、町民から非常に大きな反響、ご意見が私の

ところにもありました。是非とも様々な検討を続けて

ほしいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 現在できることとして

はですね、事業認可を黄金公園は受けていますので、

その事業認可でできる施設のほうを確認しながら、実

施可能な検討は行ってまいりたいと思います。またそ

ういった町民からの要望は常に聞きながら、できるこ

とをまた模索していきたいと考えます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 この町民体育館、また黄金森公

園については、議会のほうで実施した議会報告会とか

でも意見をいただいたところです。是非とも、これか

らの未来に向かってであれば、可能性としてはいろん

な可能性があると思います。今認可を受けているとこ

ろからやるのは当然かもしれませんけれども、可能性

まで否定できないと思いますので、是非とも検討は続

けてください。

次に５点目と６点目の兼城公園、新川公園ですけれ

ども、現在も地域の方々が非常に利用されている親し

みを持たれているというふうに理解をしています。地

域の要望に沿った整備をお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。現時点

では新たな公園施設を設置する予定はございませんが、

地域の要望を伺いながら、可能な限り希望に沿えるよ

うなことは取り組んでいきたいと考えております。以

上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今、課長からの答弁は、長寿命

化計画の中でというふうに私は理解しています。先ほ

ど言ったように、この長寿命化計画というのはですね、

財源を得る１つの手段であるというふうに理解したと

きに、単費のところは何の制限もないわけですよ。で

すから、そういったところでいけば、やはりどれだけ

の要望があって、どれだけ望まれているか、地域の人

が求めているかというのは重要な視点ですし、それは

否定されるべきではないというふうに思うわけですね。

そのような理解で進めていきたいと思いますが、次、

３点目の質問に移ります。

これについて新たな遊具等は設置できないと、設置

できないというか計画はないというふうにありますけ

れども、現在の計画については、この現施設の更新の

みで、先ほど言った東屋、健康遊具、回転広場等々は

入っていないという認識でよろしいですか。このあた

り先ほども言った長寿命化計画の中と、そしてやはり

地域の要望というのは、計画の中に組み込む組み込ま

ないの議論ではないんです。やはりその要望の内容と

か、その地域の求めにどう応じていくかというのは、

財源も含めて今後出てくる可能性だってあるし、もし

くは単費でやったとしても、それ以上に効果があると

いうふうにされれば、私はやるべきだというふうに思

うんですけれども、そのあたりの認識について教えて

いただけますか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。現在事



業を実施しています公園事業があるということと、そ

ちらの事業は完了した後には、本町公園のさらなる発

展に向けて、町民の要望や意見を広く聴取し、新たな

機能の追加や各公園の特色の把握、またそして財政面

における持続可能性の検討も併せながら、将来は取り

組んでいきたいと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 事業が完了したというふうな表

現がありますけれども、私の理解では当然１つの事業

ですから、完成して完了するというのは分かるんです

よ。ただ完了したから、もうそれ以上必要ないという

ことにはならないわけですね。そういった視点で行く

と、今神里ふれあい公園に設置されている複合遊具、

あれに関しても当初なかったものを、やはりそれは地

域の要望とか子どもたちの要望があって私は設置され

たと理解していますけども、そういったことも事業完

了後に追加された事業じゃないのかなと。地域の要望

に応えたんじゃないのかなと私は思うんですけども、

それについてはいかがですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時16分）

再開（午前11時17分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。その当

時の長寿命化計画だったかちょっと定かではないので、

遊具のほうを設置したのはもちろん把握しているんで

すが、もともとなかったものを新たに設置したかとい

うところでは、その当時の事業どういったものを活用

したかというのが手元に資料がありませんので、回答

のほうはできません。申し訳ありません。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今、長寿命化計画の中でですね、

当初は私はこういったものもできるのかなと、新設と

か機能改善とか。公園全体として考えたときにそういっ

たのができるのかなという理解をしていたわけです。

ただ計画ができたときに、中身を精査してみると、現

施設しかできないよということになっているので、や

はりその未来に向かって、新たな機能、住民の求めに

は是非とも応じてほしいし、その可能性をあらゆる財

源を検討しながら進めてほしいというのが質問の趣旨

です。ですので、そういったことは私は否定されない

というふうに理解していますし、まだ神里ふれあい公

園に関しては先ほど言った提案以外にも、バックネッ

トの後ろ、下まで続く通路とか園路とか、そういった

ところに有効利用の可能性がいっぱいあるんですよ。

だから周辺整備も含めると、これは今、私地元ですか

らその公園を例に挙げていますけども、先ほど言った

ほかの７公園に関しても同じです。そういった意味で

いけば新たな機能の追加、神里ふれあい公園について

は回転広場、現在もあります。東屋、これはありませ

んけど木陰とか、そういったところをつくっていくっ

ていうことは、これは新たな施設なのかというとちょっ

と判断が分かれるところです。健康遊具についても、

今遊具がありますからね。遊具の新設と捉えるのか、

更新と捉えるのか、余地はたくさんあると思うんです

よ。そういったことで言えば、繰り返しですけど、子

どもたちや高齢者の方々でも居心地のよい機能の追加、

そういったことも私は検討していいというふうに考え

るわけですね。そういったことについては、答弁され

ていますけど、再度引き続きあらゆる財源を活用して

検討していただきたいというふうに思いますが、いか

がでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。長寿命

化計画にのっとっている施設数も含めて、今おっしゃっ

ているような機能として、施設というわけじゃなくて

機能をどういうふうに、どういった機能を持たすかと

いうことをですね、また要望に応えられるように私ど

ものほうも調査研究しながら、実現できるように取り

組んでいきたいと考えます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 後で放送を見られる町民の皆さ

んにもですね、是非ホームページから長寿命化計画を

見ていただきたいというふうに思いますが、本当に有

利な財源を担保するためにこういった細かい計画、ま

た年次的な実現の可能性を示していただくことは評価

しておりますので、引き続き住民の要望に応えていた

だきたいとお願い申し上げまして、次の質問に移りた

いと思います。

大問２のほうです。子どもたちの給食はどうなるで

あります。（１）給食センターの更新について、以前か

ら議論がありました。それについてどうなったかお答

えいただきたいと思います。（２）今回の補正予算に出

ている債務負担行為、調理配送業務委託料は非常に唐

突であるというふうに考えています。なぜ今回の補正

予算で行わないとならないのか根拠を示していただき

たいと思います。（３）全国的な給食無償化の流れや沖

縄県による中学校への給食費の半額助成なども始まり

ます。地産地消を含めてより子どもたちにとって、あ

るべき学校給食の姿は自校調理へ段階的に向かうべき

ではないかと考えますが、いかがでしょうか。お答え

ください。



○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 大きい質問２のほうの（１）

についてです。現在給食センターによる供給食数は

5,766食で、給食センターでの調理が可能である6,000

食を超えていないことから、当面の間は現施設での対

応が可能であると判断しております。

（２）についてです。債務負担行為の補正予算につ

いては、令和７年度より調理と配送の業務を委託した

いことから、業者選定を令和６年で行うための補正と

なっております。また、諮問機関である学校給食共同

調理場運営委員会から答申を受け、11月26日、本町教

育委員会において、学校給食業務の民間委託の決定を

行い、予算要求を行っております。

（３）についてです。給食の品質向上と安定的効果

的でおいしい給食を目指して、昭和53年９月からセン

ター方式で運営を行っており、学校給食での自校調理

への検討は行っておりません。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 それでは順次、再質問をさせて

いただきます。まず１点目に、給食センターの更新に

ついてでありますけれども、当面、現施設での対応が

可能であるというふうにありますが、以前から老朽化

というのがありました。将来に向けた更新についてど

のような議論があるのか。もちろんその中でですね、

食数6,000食対応についての設備の更新をやってきたわ

けですよね。設備としては食数は担保できるにしても、

やはり今後の老朽化についての議論も含めて時間をか

けているというふうに理解しているわけですけれども、

どのような議論と、その更新についての比較検証等が

行われているのかいないのか、お答えいただけますか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

現在の学校給食調理場は6,000食、作る機能を持った施

設でございます。教育委員会内で現状等を議論し、い

まだ6,000食を達していないということから、現施設の

調理の対応が可能だと判断しております。機能の更新

等については、やはり耐用年数だったり機能の低下を

基準として計画的に更新をしたいと考えております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 繰り返しになりますけども、そ

の更新に当たってどのような議論、比較検証等が行わ

れているのかいないのか、お答えいただけますか。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時26分）

再開（午前11時26分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 失礼いたしました。

お答えいたします。更新比較についてなんですけども、

機材についてはですね、例を挙げると、今年度、ボイ

ラーのほうの取替えを行ったり、そういった機能の低

下等を議論し比較をして、必要なときに応じて更新は、

協議をして行っているということになります。大規模

な改修等については人数等も把握しながら、提供数を

把握しながら、大規模改修については取り組んでいか

ないといけないなというふうに考えております。以上

です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今の答弁で行くと、将来的には

改修しないといけないなということであって、具体的

な議論は進んでいないという理解をしますけど、それ

でよろしいですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 議員おっしゃるとお

りでございます。具体的な改修年度等の計画は、まだ

検討を行っておりません。確定しておりません。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 私の今回の提案は、将来に向

かって、その次更新するときにこういった議論、こう

いった案もあるんじゃないかという視点ですので、そ

のようにご理解をいただきたいと思います。２点目に

移ります。

今回のこの債務負担行為での委託業務ですけれども、

去る総務民生委員会のほうに付託されて、その中でも

いろんな議論、またそして資料のほうも出していただ

きました。その出していただいた資料のまず１点目が、

南風原町学校給食業務の民間委託の検討について（答

申）というペーパーを見せていただきました。それに

ついてもこの総務民生委員会の資料の中でですね、タ

ブレットの中から見ていただけることができますが、

それを見ると、さらにはこの運営委員会に示された資

料の中にも文言がありますけれども、この諮問の内容

を見るとですね、平成26年度から正規職員の採用がな

されていない。正規職員数の減少により、安全安心な

給食を提供するために調理員の配置が困難な状況にあ

る。早急に給食調理業務の民間委託を進めていく必要

がありますという記載があります。そういうことを見

るとですね、この運営委員会で検討したというよりは、

委託以外にはないというふうに読み取れるわけですよ。

そういった状況の中でもこの運営委員会からの答申の

中には、文章としてですね、本委員会としては正規職

員採用による直営での給食調理が望ましいと考える。



その前置きがあります。答申をされる前には、もうそ

れしかないよと言っているけども、運営委員会はまず

正職員でやるべきだと、自前でやるべきだと、前置き

をした上で、でもやむを得ず委託をしなければならな

い。そういった判断、非常に苦労しただろうというふ

うに読み取れます。それについてどういった見解があ

るか、お答えいただけますか。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時31分）

再開（午前11時31分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

正規職員等が早期退職や退職に伴って、欠員は調理補

助等については会計年度任用職員で配置を行っており

ます。ですが、全国的にも問題となっている人手不足

の影響もあり、十分な人材確保が困難な状況が続いて

いるよということも説明させていただいております。

調理師免許を持っていない調理補助のほうで対応して

いる場面もありますので、安心安全な学校給食を提供

できるバランス、正職員と会計年度任用職員のバラン

スではないねということで判断したと考えております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 少し認識としては、今ある現状

を説明すればそういう答弁で結構ですけれども、その

要因はどこにあるのかということなんですよ、私が聞

きたいのは。この運営委員会に諮られた資料の中には、

平成26年度から正規調理員の採用はなされていません

とあります。これはなされていないのか。募集してい

ないのか。どちらですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん なされていないとい

うことです。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 それで行けばですね、その前の

ページに、正規調理員の人員推移という数字があって、

今言う平成26年以前は14名とか13名、12名の調理員が

います。再任用調理員はいません。ここには会計年度

任用職員の記載はありませんけれども、そういった中

で正規職員を採ってこなかった。それを会計年度に変

えてきた。これは行政側ですよね。それ事実で間違い

ないですよね。さらに、私もちょっと認識していなかっ

たのは、これはもちろん聞けば答弁当時したと思いま

すけど、正規が何名で、会計年度任用職員が何名でし

たかというのを毎年毎年私はチェックできておりませ

んでした。ですのでこの人員の推移は、正直、今回資

料を求めて見たときに、もうはっとさせられたんです。

今回質問するに当たってこの項目を取り上げたのもで

すね、もう既にこの運営委員会がなされているからだ

と思いますが、もう給食は民営化するよという話がも

う周りから聞こえたわけですよ。いろんな心配の声、

私のところに寄せられました。それが唐突にまた補正

予算に出てきた。もう非常に驚いたわけです。さきに

戻りますけども、正規職員を採用せずに会計年度任用

職員に切り換えてきたのは、当時から行政の方針でやっ

てきたことですよね。それ、そういう認識でよろしい

ですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育部長。

○教育部長 与那嶺秀勝君 はい、これを認識してお

ります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 ちょっと平成26年度、私も平成

22年に議員になっていますので、私にも責任の一端は

あるなというふうに思うわけですけれども、そういう

今現在の委託せざるを得ない状況をつくったのは、そ

ういうことであれば、私は当然正規じゃなくて、会計

年度任用職員に移行していったわけですから、これは

行政側に責任の一端はあるというふうに私は思います。

もっと逆に町民の皆さんからの声を借りれば、もう委

託ありきで進んでいるよと、これ変えられないよとい

う声をいただいています。今回の補正予算、新規事業

であり、かつ７億円余りの予算です。もちろん債務負

担行為で５年にわたりますけれども。さらには、これ

がどんどんどんどんそういう形で進んでいくと、次、

何があるか分からない。さらに今後の給食の形を大き

く変えるかもしれない。その質問をつくっている時点

では、私も説明分からなかったのでこういう記載もあ

りますけども、本当に町民の皆さんからの声だけ受け

れば非常に乱暴なことだと考えます。学校現場ですと

か、保護者への合意形成、運営委員会の中に入ってい

ると言うかもしれませんけれども、これ以上は必要な

いと考えているんでしょうか、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

調理業務等について委託を行うことについては、学

校給食共同調理場運営委員会にて検討を進めてまいり

ました。議員のおっしゃっている学校現場や保護者へ

の合意形成は必要ないかについてですが、学校給食共

同調理場運営委員会の委員は、各学校の校長、町立園

長会の園長、各小中学校のＰＴＡ代表、地域代表の町

区長、自治会長の会長で調理業務委託について審議し

ております。なので、合意形成はされていると思いま



すが、さらに審議会期間中に保護者約3,000名に、学校

給食調理場運営についてのアンケートを行って、周知

や共通理解は図れたものだと考えております。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今、アンケートの資料も委員会

の中で示していただきまして、おおむね内容も確認を

させていただきましました。しかしながら、繰り返し

ですけれども、運営委員会への諮問もこのアンケート

の内容も、委託という選択肢しかないんですよ。それ

まで至った経緯、行政の責任についてはない。影響が

出ますか出ませんかと。出ないようにするために委託

しかない。そういった聞き方であればですね、当然、

子どもたちの環境を考えてやむを得ないという答えが

この答申書の前置きにも私は示されているというふう

に理解をしています。それでは、これについては後ほ

ど採決がありますので、次に進みます。

自校調理へ段階的に向かうべきじゃないかというと

ころです。是非、今からの検討ということであれば、

そういった状況も含めて検討していただきたいと思い

ます。まずその一番大きなところは地産地消への取組

であります。これについても去る令和６年３月に、沖

縄県が実施した学校給食実態調査の中で非常に細かく、

今の学校給食に対しての要望ですとか求めるもの、そ

ういったものが出てきます。そういった中で地域の産

品、地域の生産者、そういった理解を深めてほしいと

いう声があります。地産地消に対してもこれまで様々

な議員が質問してきましたが、大きな弊害としては、

全体的にやはり量が足りない。そういったことだと理

解しています。そのためには、少ない量であっても調

理するために段階的に自校調理へ向かえば、その相対

数は減るわけですから、その１か所で調理する数を減

らす。そういった視点で自校調理に向かうべきではな

いかと考えますが、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

地産地消利用の課題については、品質を落とさず安定

供給できること、食材の購入価格や食材品目及び供給

量が課題となっています。また、自校調理については、

敷地内に給食室を新設するスペース、建設費や調理機

器の購入費、人件費などのコスト、あと衛生管理、異

物混入の防止等について学校ごとの個別管理を集約し、

今後も給食の品質向上と安定的、効果的でおいしい給

食を目指して、現時点ではセンター方式で取り組んで

まいりたいと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 先ほどの答弁の中でですね、将

来に向けてはまだ検討していないと。比較検証もして

いないという中で、行く道はここしかないという選択

肢は私は間違っていると思いますし、いろんな選択肢

を比較検証すべきだという立場で続けます。

今コストの話が出ました。保護者にとってもこの給

食費、コストとして非常に大きな問題です。現状では

保護者が負担する学校給食費は、材料賄い費であり食

材分だけであります。つまり単純に調理に要するコス

ト、人件費とか設備は入っておりません。材料賄い費

以外のコストについてどうなっているか。１食幾らか

お答えいただけますか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

賄い材料費以外の学校給食にかかる経費については、

令和５年度の決算書に掲載している額で計算したいと

思っております。学校給食を安全に提供するため、町

では共同調理場運営費と学校給食費、賄い材料費を歳

出に組んで運営しております。令和５年度決算を基に

して、共同調理場の運営費は１億5,144万円となってお

ります。令和５年５月１日の給食提供内訳ですね、提

供数が約5,600人としまして、運営費割るの200食を提

供しているとして、令和５年５月１日の給食提供数を

割りますと、１食当たりの賄い材料費以外のコストと

しては約135円となっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今の計算式は追っかけられると

大変なので、１食当たり135円ということでいけばです

ね、通常、営業している飲食店は原価率とかいろいろ

考えるんですけども、原価率も考えると非常に安いコ

ストになっているというふうに理解します。今言って

いる給食センターの更新についてはこの135円に影響す

るわけですよね。どういった方式にするか、どういっ

た機材を入れるか、どういった設備にするかがこれに

かかってくるわけです。視点を変えます。

学校給食は、地元食材の大きな販路になり得ると考

えます。また、既に多くの事例が他市町村でも存在し

ます。地場産業振興の観点からはどう考えるか、お答

えいただけますか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。先

ほど教育部局からもありましたけど、安定供給等の課

題もございますが、販路の拡大については地場産業の

振興につながると考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 地場産業の振興につながるとい



う側面も確認ができました。先ほどの学校給食実態調

査を読み取ると、私の意見ですけども、１点目に沖縄

県の給食の市町村格差をなくすためにも、所得制限の

ない無償化を実現すべきである。２点目には給食の子

どもたちの成長のセーフティーネットであり、まずは

質や量は栄養価の維持が重要である。３点目に学校給

食において重視するのは地産地消、郷土料理の食文化

の理解を深めることであると読み取れますが、以上大

きく３つの観点を聞いて、町長、ご見解があれば教え

ていただきたいと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 町長。

○町長 赤嶺正之君 仁士議員のご質問にお答えをい

たします。ただいまの３点について挙げていただきま

したけれども、私も１点目、２点目に関しましては仁

士議員の見解とほぼ同じでございます。県の助成があ

るわけですから、その助成のあるときに改善すべき点

は改善すべきじゃないかというご意見も含まれており

ますので、それも１つのいい機会だというふうに捉え

ていいかと思います。ただ、先ほど来、議論になって

おります。地産地消でございますけれども、基本的に

は、やはり可能であればこれはやるべきだろう思いま

すけれども、議員もご承知のとおりなかなかハードル

が高くて安定供給、それから単価の問題ですね。以前、

沖縄産の食材を活用した場合は県から幾らかの助成が

あった時期もありましたけれども、これも期限が切ら

れておりましてなくなってしまいましたけれども、そ

ういったふうなハードルをやはりクリアしないといか

んということですね。議員ご提案のとおり、自校調理

にすると必要な野菜の食材の量も少なくて済むといい

ますか、そういった考え方もあるわけでございますけ

れども、ただ学校給食は、基本的には同じ給食を子ど

もたちに平等に提供するというのがありますので、そ

のあたりももうちょっと調査研究すべきじゃないかな

という思いがありますし、それからご質問の中に郷土

料理等の食文化の件も含まれておりますけれども、そ

の件に関しましてはもう議員ご提案のとおりですね、

何らかの記念日とか、そういったふうな節目のときに

は郷土料理を提供して、食育の一環としてその件もしっ

かりと授業で取り上げるとか、そういったようなこと

も必要かと思います。いろいろとこれから調査研究す

る必要があると思っております。共同調理場に関しま

しては、現在の施設は、今しっかりと稼働はしている

わけですけれども、耐用年数等々ありますので、施設

関係の観点からしますと、やはり将来的には見直さな

いといかんだろうと。はっきり申し上げますと、建て

替えしないといかんだろうというふうなことは十分に

考えられます。ただ、どのように建て替えるかといい

ますと、今の現在の場所に学校給食調理場を建てるか

と。そうすると、規模が自然と限定されてきます。学

校給食を、調理場の稼働を止めて改善するということ

ができないわけですから、学校給食も提供しながら新

しい施設を造るというのが１つの前提になるかと思い

ますので、そうなりますとまた建設場所の選定とか、

いろいろと町民の皆さんの意見も拝聴しながら議論し

ていかなくちゃと思っておりますので、あとしばらく

は、あとしばらくというよりは、まだまだ時間がかか

るだろうというふうなことでご理解を賜りたいという

ふうに思っております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 13番 照屋仁士議員。

○13番 照屋仁士君 今、様々な提案を行いましたが、

町民の安心安全、また地産地消、様々な課題解決のた

めに検討していただきたい。お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 暫時休憩します。

休憩（午前11時50分）

再開（午後１時00分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。６番 大城雅

史議員。

〔大城雅史議員 登壇〕

○６番 大城雅史君 皆さんこんにちは。午後も元気

よく、一般質問を行っていきたいと思います。今回の

一般質問の前に一言申し上げます。去る12月15日に、

私たち津嘉山通り会では長堂川沿いの道路清掃活動を

行っております。年に２回行う清掃においては、大体

約四、五十名の参加があります。その中で草木の伐採

などを行っておりますが、長堂川の草木の繁茂、浚渫

の件では皆様から早めの対策をできないかという声が

ありました。その中にはですね、津嘉山通り会として

も長堂川に清流を呼び込み、川で遊んだり、川下りが

できたらという声もあります。町民の声を実現できる

よう、今回一般質問にも取り入れていますので、執行

部の皆様のよい答弁をよろしくお願いいたします。そ

れでは一問一答でお願いいたします。

大問１、津嘉山公園の防犯体制について。（１）地域

住民より津嘉山公園を利用する際に、早朝より学生や

不審者らしき方がいるとの情報があります。防犯につ

いて不安との声があります。現在の防犯体制を伺いま

す。（２）管理棟近くに焼けたような跡があります。令

和６年３月にも一般質問において、同様な件において

質問を行っておりますが、何か対策を講じる必要があ



ると考えております。安心安全に利用できる公園とし

て今後の対策を伺います。以上、よろしくお願いいた

します。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１（１）についてお

答えします。夜間から早朝まで巡回警備によるパトロー

ルを行っています。また、管理棟に１台の防犯カメラ、

迷惑行為禁止などの注意喚起の看板を設置しておりま

す。

（２）です。今後、破損等があった箇所に注意喚起

の看板を増設し、警察との連携を強化してまいります。

またパークゴルフ場の供用開始後には、管理人を配置

する予定となっておりますので、一層の安全管理体制

を構築してまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 答弁ありがとうございます。順

を追って再質問させていただきます。今現在、早朝は

朝６時頃からラジオ体操をしたり、日中に関しては近

くの保育園、あとは休憩しながら弁当を食べている方

もいらっしゃるんですけども、夕方になると学生たち

が集まる場所となっております。そこで利用時間につ

いて確認なんですけども、そもそも津嘉山公園の利用

時間というのは、何か制限がありますでしょうか。答

弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。津嘉山

公園の利用時間は朝６時から夜７時ということとなっ

ております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 その時間帯の中で６時から９時

とありましたが、９時を超えて利用した場合、あとそ

ういった迷惑行為があった場合ですね。禁止行為があっ

た場合の態勢、通報態勢とか、そういったものに関し

てはどのような体制で行っているか伺います。答弁お

願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。禁止行

為があった場合、また禁止行為の中でも様々あるんで

すが、公園のトイレのドアの破損とか、あとは遊具広

場のゴムチップ舗装のほうが以前に燃えたような跡が

ありましたので、そういったものは警察のほうに被害

届ということで報告させてもらっています。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。（１）、

（２）ありますが、（２）に行きます。３月の一般質問

において巡回警備によるパトロール、管理棟に１台の

監視カメラを設置し、区域内の火災、破損、破壊、不

良行為の抑制に努めるとの答弁がありました。実際今

回も焼けたような跡がありまして、こういった部分に

関しては、何らかの対策が必要だと考えております。

今お話があったように１台の防犯カメラがあるとあり

ますけども、それで十分足りているのかどうか。もし

くはもうちょっと多角的に、他の方面からカメラの設

置をしてもいいと思いますが、その辺についてはどう

でしょうか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。今現在、

カメラのほうは１台設置ということで対応しているの

ですが、それが管理棟周辺の被害になっておりますの

で、その被害が、公園の管理棟以外のところとかにも

し被害が出るようであれば、今現在、全体の供用開始

は行っておりません。また被害に関しても管理棟周辺

となっておりますので、今現在は１台でも足りている

のかなというふうに考えているんですが、ほかの公園

全体の別の場所とかでもし被害が出るようなことが今

後あるようであれば、カメラの検討は必要かなという

ふうに考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 前回、火災があっただろうとい

う場所と今回のベンチの前の場所なんですけれども、

結構距離が近くて、実際にこれはカメラで映っている

のか映っていないのか。それと、もし映っているので

あれば今後どのような形で、警察に通報とか、進めて

いくか、その辺をお知らせください。答弁お願いしま

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。カメラ

のほうは、私たちどものほうでデータの確認というの

はできないというふうになっておりますので、どういっ

たふうに映っているか。というところまでは確認は行っ

ておりません。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 データの確認ができないとあり

ましたが、何らかの理由があると思うんですが、分か

る範囲で教えていただけばと思います。よろしくお願

いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。今、す

みません、条例のほうですね、どういった条例に基づ

いたかという、手元に資料がないのでお答えはできな

いんですが、町のほうの条例に記載がされているとい

うのは確認しております。以上です。



○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 ただいまの件についてお答

えいたします。本町の防犯カメラの管理運用等に関す

る規程におきまして、防犯カメラの画像閲覧につきま

しては法令等に基づく場合、もしくは捜査機関からの

犯罪捜査の目的で要請のほうを受けた場合としており

ます。なので私自身も映像を見ることはできないんで

すが、警察からの捜査依頼によってその映像を提供す

る形で対応しております。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 実際こういった焼けた跡があり

ますので、今後こういう懸念されるのが続くことです

ね。ずっと同じような繰り返しだと、また整備する費

用もかかりますし、そのあたりをどういったうまい具

合に、ケースと連携しながら防犯体制の強化も図って

ほしいと思いますが、そのあたりについてはいかがで

しょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 先ほど答弁した形になるん

ですが、犯罪捜査への協力として、この映像について

は警察等から依頼があればお渡しする形になっており

ます。町のほうで直接見ることができないということ

につきましては、防犯カメラの整備をした際に、個人

情報の問題の観点等から様々な調整がなされまして、

現在こういった形で整備されております。ですので、

映像等の提供につきましては警察機関のほうに提供し

たいと思いますし、先ほどから関係からありました防

犯カメラの設置等ですね、そういったことについては、

協議しながら、また今後検討していきたいと思ってお

ります。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。

（２）のパターゴルフ場の供用開始までは、管理人

を配置する予定とありますけれども、この管理人を配

置する予定の時期と、それまでの期間、このあたりの

防犯体制についても今後どうやっていくかっていうの

をもし答弁いただければと思いますが、よろしくお願

いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。パーク

ゴルフ場の供用開始、管理人の設置ですね。その時期

は、令和７年度で事業のほう今現在完了予定となって

おりますので、その事業完了後、パークゴルフ場供用

開始する頃には管理人の配置ができる予定となってお

ります。それまでの期間に関しては、先ほどの答弁で

もちょっと回答させてもらったんですが、注意喚起の

看板と、また警察との連携というのを強化していきた

いというふうに考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。日々公

園利用者の方からいろいろ問合せがあったり、安全面

どうなっているか問合せがありますので、よりよい、

新しい公園でもあります。安心安全の利用できること

を切に願い、次の質問に移りたいと思います。

大問２、津嘉山地域振興資料館の裏の排水路の転落

防止柵についてです。（１）津嘉山地域振興資料館裏の

排水路転落防止柵だが、腐食した部分があった。現在

ワイヤーメッシュで補修されておりますが、手すり等、

修復予定はあるのか伺います。（２）転落防止の安全の

観点から本町内において、排水路や危険箇所などに防

止柵があるのか伺います。（３）腐食した防護柵があっ

た場合の定期点検、補修の状況を伺います。お願いい

たします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項２（１）についてお

答えします。次年度での改修を予定しております。

（２）についてです。町が管理する排水路等の危険

箇所には、転落防止柵を設置しております。

（３）です。町内を定期的に巡回し、転落防止柵の

腐食等があれば補修しております。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。次年度

の改修を予定していますということであるんですけど

も、実はこの裏の通りなんですけども、小さい道では

ありますが、子どもたちが通学で通る場所でもありま

す。確かに今はワイヤーメッシュで補修されています

けども、一部はまた、このフェンスが、柵が外れて危

険な箇所がありますので、できれば次年度とは言わず

に、子どもたちの通学路でもありますので、早めの改

修をお願いしたいと思いますが、その点に対してはい

かがでしょうか、答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。現場の

ほうで破けている場所があれば、早急にまず補修をさ

せてもらいます。その後に次年度で抜本的に改修のほ

うを行っていきたいと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。これは

津嘉山区民の区長からもおっしゃっていました。地域

住民の保護者からもお話がありましたので、早急な対

応をよろしくお願いいたします。

次に（２）ですけど、例えばこの津嘉山の後ろだけ



が箇所なのか、それ以外にも、例えば排水路などの危

険箇所は町内においておよそどれぐらいあるのか。ま

たこれがちゃんと整備されたかどうかを伺いたいと思

います。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。町のほ

うが管理していますこういった排水路とかで、管理し

ている箇所は25か所となっております。その箇所につ

いては転落防止柵等を設置して、安全対策のほうは行っ

ております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 25か所ということですが、次の

（３）に移りますけども、定期的に巡回、防止柵の腐

食などを補修してまいりますとありますけど、この定

期的とありますが、大体どれぐらいのスパンで、期間

でこういった点検を行っているのか、答弁お願いしま

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。定期的

にというふうにありますが、何か月に１回とかですね、

そういった定期巡回ではなくて、現場のほう町内道路

の維持管理とかですね、そういったので巡回パトロー

ルしていますので、その都度確認を行っているという

ことです。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 そうしますと、パトロールを行っ

た中で、こういった腐食箇所があった場合は対応して

いくという考えでよろしいでしょうか。答弁お願いし

ます。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。議員

おっしゃるとおり腐食等が確認できれば、速やかに対

応のほうを行っていきます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 そういった話を聞いて安心いた

しました。現在、昨年ほどからこのワイヤーメッシュ

が設置されたままでですね、できれば早めの工事を希

望いたしますので、引き続き巡回及び危険箇所の点検

ですね、よろしくお願いしたいと思います。次に質問

事項大問３に移らせていただきます。

大問３、町道290号線の生活道路に抜ける場所の急勾

配について。（１）町道290号線から（津嘉山502番地あ

たり）竹の子学童クラブに向かう道路が急勾配になっ

ております。地域住民よりは車底をこすったり、通行

人が見えづらく危険だという声があります。できれば

なだらかな坂にしてほしいですが、アスファルトを敷

くなど対応できないか伺います。お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項３についてお答えし

ます。ご指摘の箇所は、津嘉山北土地区画整理事業区

域内の未完了部分にある仮整備道路となっていること

から、現場を確認し、必要に応じ対処してまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。では再

質問をさせていただきます。この現況の場所において

は、ちょっとこれは町民からの声なんですけども、整

備する前の290号線と今とでは道路の高さがちょっと違

うんじゃないかという話がありまして、実際にどういっ

た形なのか、現状のままなのか、それともちょっと上

がっているのか。そのあたりを答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。先ほ

どの答弁にもありましたが、区画整理区域内のほうに

位置しておりますので、高低差のほうに関しては今現

状、仮で本部公園線のほうに擦りつけている状況になっ

ているんですが、もう少し緩やかな勾配で擦りつける

ような計画になっていくと思われます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 あと、地域内でそういった場所

がほかにもないか。あった場合同じような工事でいい

のか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時19分）

再開（午後１時19分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。区画下水道課

長。

○区画下水道課長 中村太一君 区画整理区域内に関

しては同様に対応していきたいと思います。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。あと必

要に応じて対処するとありますけども、現在の住民の

方もかなり困っておりまして、どのような形で進めれ

ば早急に対応できるかという声があります。そのあた

りについては大体いつ頃できるのか。そういった、も

し分かればご答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。現状

のほうを確認したんですが、隣接している住宅の水道

メーターのボックスとか、また反対側の住宅の乗り入

れ口とかがありまして、いろいろ測量して図面のほう

を書いていかないといけないので、すぐにはというこ

と、時期はちょっとはっきりは言えないんですが、対



応のほうをしていきたいと思います。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 今お話ありました水道メーター

とか、これは壁のほうですかね、道路の壁。それに対

してやっぱり住民の……。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時20分）

再開（午後１時21分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。６番 大城雅

史議員。

○６番 大城雅史君 失礼いたしました。この辺の道

の部分に関しては、今後住民に説明をしながら、合意

形成を図っていくことでよろしいでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 議員おっしゃるとお

りです。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 今現在、この道が、近くに学童

クラブがありますので、その学童クラブの保護者のほ

うからお声がありまして、早期に対応お願いしたい。

その原因としてはさっき申し上げました、歩行者が見

づらい、車の車底をこする。そういったものがありま

すので、引き続き住民の合意形成の下、対応いただき

ますようよろしくお願いいたします。次の質問に行き

ます。

大問４、長堂川の浚渫及び景観の美化についてです。

（１）拓商セレモニー会館裏の長堂川において、土砂

が堆積し、草木が伸び、川の半分以上が草木で覆われ

ています。道路まで草木が繁茂した状態であるため、

沖縄県と連携し、早めの浚渫及び草木の伐採ができな

いか伺います。

（２）長堂川沿いの歩道においても、亀裂や道幅が

狭い箇所があり、利用しづらいとの声があります。遊

歩道も併せて整備できないか伺います。よろしくお願

いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項４（１）についてお

答えします。

令和６年度の沖縄県土木建築部との行政懇談会で、

長堂川の浚渫について要望を行っております。管理者

の沖縄県に確認したところ、令和７年度に河川の調査

設計を行い浚渫箇所を決め、令和８、９年度で堆積土

砂、草木撤去を予定しているとのことです。

（２）です。管理者である沖縄県に確認したところ、

長堂川沿いの河川管理用通路については、遊歩道とし

ての位置づけもあるとのことです。幅員拡幅等の再整

備については、同箇所の整備事業が完了しているため、

厳しいとのことでした。歩道の亀裂については、補修

の要望を行ってまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。現在か

なり草木が繁茂していて、この近くの橋がありまして、

橋まで草木が繁茂している状態であります。そういっ

た観点から質問しますが、分かる範囲で結構なんです

が、この長堂川の浚渫について過去にこういった工事

を行っているかどうか、伺います。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。管理者の沖縄県に確認したところ、

直近５年内には浚渫を行っていないということの回答

でした。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 浚渫の件は令和７年で河川の調

査設計、８年、９年で堆積土砂の草木撤去ということ

ですので、引き続き県のほうにも要望よろしくお願い

いたします。あと、これは津嘉山通り会の要望でもあ

るんですけども、できれば清流を取り戻し、河川敷に

は町花でありますブーゲンビレア、町木のクロキ、あ

と桜などを植えてよりよい景観の長堂川にしたいとい

う考えがあります。そういった場合にですね、例えば

長堂川沿いに花や木を植えるに当たって、何か規制が

あるかどうか、そのあたりもし分かれば教えていただ

けますか。よろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。河川管理用通路自体は沖縄県の管理

となっておりますので、当然管理者との協議調整が出

てくるものと思います。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。是非よ

りよい歩道も兼ねていることですので、その辺りを整

備できればと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

次に（２）の長堂川沿いの件なんですけども、今、

幅員拡幅の整備は、事業が完了して厳しいということ

ですけども、この事業は大体何年から何年で行われて

おりまして、これが終わってまた新たな事業はないか

どうか確認したいんですが、いかがでしょうか。答弁

お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。管理者の沖縄県に確認したところ、



長堂川全体の事業としては、昭和52年から平成15年で

事業を完了しているということで伺っております。以

上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 承知いたしました。ありがとう

ございます。あと歩道の亀裂を修正しながら、幅員の

拡幅もお願いできればと思うんですけども、そのあた

りについてはいかがでしょうか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。亀裂については、亀裂箇所について

充填をするということで、応急処置ができると思うん

ですけれども、例えば河川管理用道路の拡幅というの

は、今現状として県の管理用地の範囲内で、河川管理

用通路というのを整備しているので、これからまた例

えば拡幅となると当然用地が絡んだりとかというとこ

ろの状況になりますので、今の県の見解としては、も

う事業が既に完了しているので、新たに拡幅というと

ころは非常に厳しいということで回答を受けておりま

す。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 ありがとうございます。歩道自

体が道幅はあるんですけども、道幅を拡幅するのが希

望ですけども、現在もこの道自体も、何ていうんでしょ

う。ちょっと草木が繁茂していたり、土砂が流出して

いて狭くなっている場所がありますので、そういった

部分に関しては、歩道の整備という形で対応すること

は可能なんでしょうか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。議員がおっしゃったこの遊歩道に草

が繁茂してなかなか歩きにくいということについては

ですね、管理者のほうと現場を立ち会いしながら、早

期対応していただくように取り組んでいきたいという

ところで考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ６番 大城雅史議員。

○６番 大城雅史君 なぜ、この質問をしたかといい

ますと、是非津嘉山を緑あふれる河川敷、桜も町木ク

ロキ、ブーゲンビレアもいっぱいにしたすてきな景観

にしたいと思いますので、その意味から質問させてい

ただいております。引き続き、ご協力いただきながら

整備を進めていただきますようよろしくお願いいたし

まして、質問を終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時29分）

再開（午後１時30分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。４番 西銘多

紀子議員。

〔西銘多紀子議員 登壇〕

○４番 西銘多紀子さん こんにちは。では、始めさ

せていただきたいんですけども、今回質問の中にも取

り上げたかったんですけども、モビーなんですが、リ

ゾテックエキスポＤＸ推進部門グランプリ受賞おめで

とうございます。この中で今回の受賞を機に、本町で

はデジタル化やＤＸを推進し、さらなる行政サービス

向上を目指してまいりますということでしたので、今

後も期待しております。よろしくお願いいたします。

では、一般質問に移りたいと思いますが、今回陳情が

多くですね、いただきましたので、一括質問でお願い

をしたいと思います。

大問１、子宮頸がんワクチンについて。（１）これま

での接種状況について伺う。（２）本町ではどのように

情報提供や案内を行っているか伺う。

大問２、畜産農家の支援について。（１）粗飼料価格

高騰対策臨時支援事業補助金の利用状況について伺

う。（２）４月からさかのぼって支給して、９月までの

６か月間で終わる事業なのか。それとも上限50万円ま

で使い、農家経営を支援する事業なのか伺う。（３）次

年度の支援の予定について伺う。

大問３、奨学金について。（１）どういった奨学金が

あるのか伺う。（２）財源について伺う。（３）返還状

況について伺う。（４）給付型奨学金の創設ができない

か伺う。

大問４、防犯灯のＬＥＤ事業について。（１）一斉整

備事業を行った時期と件数について伺う。（２）整備事

業後の故障件数、修理件数、予算状況について伺う。

大問５、不登校児童について伺う。（１）30日以上の

不登校の場合、児童及び保護者への支援体制はどのよ

うに行っているか伺う。（２）保護者の意見として、居

場所づくりを求める声が多いが、計画や解決策はない

か伺う。

大問６、国道507号（現道）の現状について。（１）

国道を高齢者が頻繁に横断する状況であると聞くが、

現状を把握しているのか伺う。（２）対応策等の計画は

あるか伺う。以上、よろしくお願いいたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１（１）についてお

答えします。平成25年６月に国が積極的勧奨を差し控



えた以降の接種率は、１％前後で推移しておりました

が、令和３年11月以降の積極的勧奨再開後の接種率は

増加傾向にあります。

（２）です。積極的勧奨が再開された後は、町ホー

ムページ等による情報提供を行い、対象者へ予診票等

を送付して案内をしております。

続きまして質問事項２の（１）です。乳用牛４農家、

肉用牛５農家が利用しています。

（２）です。令和６年４月から12月までに購入した

６月分の粗飼料購入費のうち、乳用牛25％以内、肉用

牛30％以内、上限50万円を補助する事業です。

（３）です。次年度の支援につきましては、現在予

算編成中であることから、明言は差し控えますが、畜

産業の状況、あるいは有効な財源の有無等引き続き注

視してまいります。

質問事項４（１）についてです。時期は平成28年度

から30年までの３年間、設置件数1,543件です。

（２）です。整備後の修理件数は、自治会管理46基、

町管理10基、合計56基です。予算状況は、自治会への

防犯灯設置修繕補助金218万1,000円、町管理防犯灯修

繕料90万7,000円、合計308万8,000円となっています。

続きまして質問事項６（１）です。ご質問の状況把

握はしておりません。

（２）です。現状は町道72号線と国道507号との交差

点に、国道を横断する横断歩道及び標識が設置されて

います。また、今後は国道507号歩道に横断防止柵を設

置する予定です。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項３についてです。本

町においては、南風原町育英会からの無利子の学資貸

与制度があります。

（２）についてです。町育英会としては、町からの

補助金及び個人、企業、団体からの寄附金を財源とし

ております。

（３）についてです。12月10日現在で、償還対象者

12名中、償還に遅れがあるものが３名、償還期限を延

長したものが６名、通常の償還期間のものが３名となっ

ています。その他のものは全額償還済みとなっていま

す。

質問事項５の（１）についてです。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時38分）

再開（午後１時38分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項３の（４）について

です。給付型奨学金に対する財源確保の研究が進んで

いないことから、現行の制度で支援に努めてまいりた

いと考えております。

質問事項５の（１）についてです。30日以上登校で

きていない児童生徒については、担任、養護教諭、心

の教室相談員など、学校の教職員が定期的に連絡を取

り、一人一人に応じた支援を行っております。保護者

については、児童生徒と同じように、家庭での様子や

困り感など話を聞く機会を設け、切れ目のない支援が

できるように取り組んでおります。

（２）についてです。本町においては、中学校に校

内自立支援教室、適応教室を設置しており、一人一人

の実態に合わせて、学びの支援や相談を行っておりま

す。また、ちむぐくる館内に教育相談支援センターを

設置しており、学校や教室に入りづらい児童生徒の相

談や学習支援を行っております。また、その他の居場

所づくりについては、関係機関と協議して進めてまい

りたいと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん では再質問をさせていただ

きます。まず１問目から、子宮頸がんワクチンについ

ての部分です。これは対象者に郵送されると思うんで

すけども、その中の情報だけでやっぱり判断するには

難しいというところで、いっぱい意見があったんです

けども、まずその子宮頸がんというものなんですけど

も、子宮の出口付近である子宮頸部にできるがんです。

日本では、毎年約1.1万人の女性が子宮頸がんになり、

毎年約2,900人が子宮頸がんで亡くなっています。がん

の中でも若年層で発症する割合が比較的高いのが特徴

で、年代別の発症割合は20代から増え始め、40代をピー

クに、その後徐々に減少していきます。日本では25歳

から40歳の女性のがんによる死亡の第２位は子宮頸が

んによるものです。また、30代までに子宮頸がんの治

療で子宮を失って妊娠ができなくなってしまう人が年

間に約1,000人います。南風原町では、この子宮頸がん

ワクチン接種の対象年齢、あと３回接種だと思うんで

すけども、その１回目、２回目、３回目のそれぞれの

接種率を教えてください。

○議長 赤嶺奈津江さん 国保年金課長。

○国保年金課長 髙良星一郎君 西銘多紀子議員のご

質問にお答えします。支給対象者ですが、標準的な接

種年齢が中学１年生から高校１年生まで。この４か年

において接種しなさいでして、南風原町では、中学１

年の女子に、町内には約270人おりますので、個別通知

をして案内を出しております。接種率になりますが、

１回目、２回目、３回目、延べの接種回数で説明いた

しますと、令和５年度が283回、今年度は10月末におい



て364回の接種回数というふうになっています。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん この子宮頸がんワクチン接

種率、目標値を立てておりますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 国保年金課長。

○国保年金課長 髙良星一郎君 目標数値等について

はございません。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 対象者や、対象者の保護者

に限らず広く認知するよう情報提供を行う必要がある

と思います。情報が多ければ多いほど接種率が上がっ

ていくと思うのですが、今現状としては町ホームペー

ジで行っているということなんですが、これはどういっ

た内容、ちょっとした概要でホームページから飛ぶよ

うなリンク先があるのかどうかなどお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 国保年金課長。

○国保年金課長 髙良星一郎君 お答えします。積極

的勧奨が再開された頃から、ホームページ、また新し

く更新し直しまして、その都度その都度新しい国から

の情報が更新され次第、また適宜、南風原町のホーム

ページの内容も変えていって、また、厚労省のホーム

ページはＱ＆Ａとか、あとまた優しい内容の説明詳し

い内容がございますので、そちらに飛ぶような感じで

町のホームページは掲載しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 政府の広報オンラインで、

今月12月６日より動画が配信されております。タイト

ルが「予防しよう！子宮頸がん！」というタイトルな

んですけども、こちらが３分以内、２分58秒で、短い

時間の中で分かりやすい内容になっております。例え

ば文字で見る部分と、動画で見る部分とでは受け止め

方も大分変わってくると思いますので、ここの広報周

知もよろしくお願いいたします。

この子宮頸がんワクチン接種に関しても、予防接種

健康被害救済制度も充実しておりますが、これはどう

いった内容でしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 国保年金課長。

○国保年金課長 髙良星一郎君 子宮頸がんワクチン

に限らず、定期接種につきましては、接種した後、一

般的には２週間程度、副反応が生じるというふうに言

われています。ただ、やはりこの子宮頸がんワクチン

につきましては筋肉注射でございますので、打った後

は打った場所が痛いというのは、多くの方に現象があ

るみたいでして、ただ２週間以上たってもまだ痛いと

か、中には腕が上がりにくいとかというような症状等

ございましたら、健康被害調査に該当するのかどうか

という手続になりまして、手続等につきましては、南

風原町健康づくり班のほうにご連絡いただければ、詳

しい内容はご案内差し上げて補償手続を取ってまいり

ます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。

キャッチアップに関しては明日詳しく確認できると思

いますので、次の質問に移りたいと思います。

（２）畜産農家の支援について。この畜産農家の支

援についてというところで、粗飼料価格高騰対策臨時

支援事業補助金についてなんですけども、こちらが農

家の皆様にご案内している要綱がございます。これが

南風原町内の畜産農家の皆様へという内容でして、粗

飼料価格に対する支援のご案内ということで、１枚の

用紙でございますが、こちらが受け取っている農家と、

受け取っていない農家がいらっしゃるということなん

ですけども、これは間違いないでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。担

当のほうに確認しましたら、直接会えた農家さん、そ

ちらのほうの方たちには手渡しをしたようです。その

あと電話等で対応になった部分ですね、そういった方

にはきちんと用紙のほう、お渡しすることができてい

ないということを確認しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ２番の中の質問もそうなん

ですけど、その要綱の中で４月からさかのぼって支給

して、９月までの６か月間で終わる事業なのか、それ

とも上限50万円まで使い農家経営を支援する事業なの

か伺うという部分なんですけども、その要綱に初めて

その６か月ということがわかったということで、大分

現場は混乱している状況であります。当初は上限50万

円までということでうれしく思っていたのが、やっぱ

り６か月ということで期間が短く感じるということな

んですけども、この６か月という期間は国で決めたこ

となのか、県で決めたものなのか、もしくはその町で

決めたその期間なのか、どれに当たりますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。ま

ず、こちらの事業のほう、有効な財源、物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業のうちの

１つとなっております。この限られた有効な財源の中

で予算化する上でですね、６か月間という形で積算を

しております。その中で上限50万円を補助するもので

はなく、６か月分の粗飼料購入費のうち、それぞれの



パーセント以内を補助するもので、事業は予算の範囲

内で執行しなければならないことから、上限を50万円

としているものであります。以上です。

すみません、国、県ではなくて、町が町の予算を定

める上で設けた６か月となっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。や

はりこの補助金があったことで、粗飼料を支援してい

ただくに当たって、よりよい支援に変えることができ

てすごい感謝しているということで、牛も生き生きと

目に見えて変わっていく状況を見る中で、やっぱりそ

の６か月という決められた時間がどうなのかというと

ころを懸念しておりましたので、お願いします。

次の（３）ともちょっと連動するとは思うんですけ

ども、次年度の支援の予定について伺うというところ

で、先ほどの粗飼料価格高騰対策臨時支援事業補助金

なんですけども、こちらが上限50万円ということで、

農家自体９農家なので450万円なんですけども、今回当

初予算として380万円であったということで、その差額

というか、農家からすると、最初から上限50万円まで

いかないのではないかというところであったんですけ

ども、そこを詳しく説明していただけますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。先

ほども少し申し上げたんですけども、有効な財源、こ

の限られた財源の中で執行している事業のうちの１つ

であります。その中で予算を積算する上で、６月とい

う、どうしてもほかの苦しい事業もありますので、緊

急性を鑑みて事業化したうちの１つであり、積算のほ

うも６月分、ただし限りがあるものですから、上限と

して50万円というふうにうたっているものであります。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 江藤大臣の就任でも現状話

されておりましたし、今現在、県議会のほうでも議論

されているところであります。こちら注視していただ

いて、農家の皆様への寄り添った支援を求めます。私

には和牛農家の声しか届いておりませんが、酪農家を

含め畜産業界は大変厳しい状況があると、続いている

と認識しています。今後の畜産業を支えるためにも最

大限の支援をよろしくお願いいたします。では、次の

質問に行きます。

大問３、奨学金について。奨学金なんですけども、

保護者のほうからホームページで確認するのは分かり

づらいというような意見があったんですけども、これ

についてはいかがでしょうか。ホームページからどこ

を見たら見えるかという点ですね。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

現在、多紀子議員のほうからホームページで検索しに

くいということで検索をしましたら、南風原育英会で

検索しましたら、あしなが奨学金のほうの情報が出て

まいりました。今後はそれを踏まえて検索しやすいよ

うに、育英会の募集期間を問わず、年中周知できるよ

うにホームページに掲載させていただきたいと考えて

おります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。こ

ちらやはり財源としては、町からの補助金及び個人、

企業、団体からの寄附金が財源となっているというこ

とで、（３）のほうの返還状況、これが今現在、償還対

象者12名ということでありますが、償還分によって、

償還額も多くなって、より対象枠が増えるという理解

になりますか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

現在、町の資金としては約8,000万円ほどの資金がござ

います。その中で償還が始まっている方々の人数を書

いていますので、償還のスケジュール等も換算して車

が回っている、貸付もできるということで、計算しな

がら貸与している状況でございます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。

（４）です。給付型奨学金の創設ができないか伺う

というところでは、ご答弁は給付型奨学金に対する財

源確保の研究が進んでいないことから、現行の制度に

て支援に努めてまいりたいということだったんですけ

ども、こちらですね、近隣でも始まっているところも

あってですね、町民の皆様の関心が高いところであり

ます。今の時点で難しいということは、やはり財源の

問題ということでよろしいでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 議員おっしゃるとお

りでございます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん そうですね、この財源の確

保が一番の課題ではあると思うんですけども、奨学金

については経済的負担の軽減であったり、教育機会の

平等化、地元の定着率の促進になると思いますので、

現行の制度ですね、あと給付型の奨学金を含め、引き

続き調査研究を行ってほしいと思います。よろしくお

願いします。それでは、次の質問に行きます。



防犯灯のＬＥＤ事業について、こちらが一斉整備事

業が平成28年から30年までの３年間、設置件数1,543件

ということなんですけども、事業費を教えていただけ

ますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 事業費ですが、平成28

年度が9,466万3,000円、平成29年度が5,576万3,000円、

平成30年度が5,033万9,000円となっております。以上

です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。お

よそ２億円の事業費だと思うんですけども、こちらの

耐用年数を教えていただけますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。耐用年

数は10年です。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。平

成28年から30年までの３年間で設置を、このＬＥＤ事

業の一斉整備を行った中で、その次の質問ですけども、

整備事業後の故障件数、修理件数、予算状況について

伺うという質問をさせていただきました。この整備事

業を行った後に、例えば２年、３年過ぎて故障が起き

た。修理したいといった場合に、予算枠が大分少なかっ

た時期があったんですけども、今は故障件数、修理件

数は同数、例えば修理控えなどはなく、きちんとした

予算の中で故障したのがちゃんと修理できていると捉

えてよろしいでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。私ども

のほうで、自治会のほうが管理しています防犯灯につ

きまして、補助金のほうを出させていただいておりま

す。交付させていただいております。その中で申請が

あったものについて、修繕費の交付金として交付して

おりますので、その中で申請があったものについては

全て修繕のほうは完了しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。安

心しました。このＬＥＤ事業については対応年数が10

年なので、もうそろそろ壊れてくる時期だと思うんで

すけども、前回は一斉整備事業を行ったと思うんです

けども、次の整備事業というのはＬＥＤのみの交換と

なるので、その費用ですね、前回２億円かかったとい

うところで、今回10年後の対策を考えたときに、それ

までの事業費はかからないと考えてよろしいですかね。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。平成28

年度から始めた事業は、ＬＥＤの防犯灯の灯具だけで

はなくその支柱とかも込みでの費用となっていますの

で、平成28年度から30年度で行った事業費はかからな

いというふうに考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。で

は次の質問に移らせていただきます。

大問５、不登校児童について伺うです。（１）の30日

以上の不登校の場合、児童及び保護者への支援体制は

どのように行っているか伺う。ご答弁としては、30日

以上登校できていない児童生徒については、担任、養

護教諭、心の教室相談員等、学校の教職員が定期的に

連絡を取り、一人一人に応じた支援を行っている。保

護者については児童生徒と同じように、家庭での様子

の確認や困り感など話を聞く機会を持っているという

ことなんですけども、令和５年が、小学校10日から30

日未満が150名、30日以上が129名の合計279名。中学校

では、10日から30日未満が205名、30日以上が120名、

合計325名いる中で、この支援体制で行き届いていると

いう見解でよろしいでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

学校及び関係機関においては、今の体制で対応できる

ように取り組んでいるということでございます。以上

です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん では（２）のほうに行きま

すが、保護者の意見として、居場所づくりを求める声

が多いが、計画や解決策はないか伺う。答弁内容では、

本町においては中学校に校内自立支援教室、適応教室

を設置しており、一人一人の実態に合わせて学びの支

援や相談を行っている。また、ちむぐくる館内に教育

相談支援センターを設置していて、学校や教室に入り

づらい児童生徒の相談や学習支援を行っているという

ことでした。不登校のその原因としてですね、無気力、

不安ということが大半だったと思うんですけども、そ

のもやもやとした気持ちをなかなか説明できない相談

できないという現状があると思うんですけども、その

中で相談に行くまでもないというところで、このもや

もやとしている、気持ちを伝えないというところで孤

立感を抱えている方が多数いらっしゃいます。６月議

会、９月議会でもこの問題を取り上げておりますが、

やはり当事者である不登校の児童や保護者としては、

困ったらここにおいでというようなもっとオープンな

場所、いつでも誰でも行けるような場所があればと毎



日願っているそうです。その状況の中で、やはり南城

市のフリースペースのほうで願っていた居場所を見つ

けて、思いや悩みを吐き出せたというお話なので、こ

れは今は豊見城のほうも広がっているということで、

私たち南風原町にそういった居場所が１日でも早くで

きれば、自分たち家族のように救われる人が増える家

族がきっといるということで、悩む必要がなくなると

いうふうに断言しておりました。当事者同士が集まれ

て、お互いに話ができる空間さえあれば、現状もっと

前向きになれるのではないかと思うんですけども、初

めてのことで難しいとは思うんですけども、トライア

ンドエラーでまずやることが大事なのかなと思うんで

すけども、ご見解いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

私たち教育委員会のほうでは、何度も答弁で申し上げ

ていますとおり学校における居場所づくり、学校以外

の居場所づくり、また沖縄県で児童生徒の居場所づく

りというのをやっておりますので、今それをまた新た

に広げるというような計画等はございません。また、

さらに教育委員会だけではなく、民生部のこども課の

ほうでも居場所づくりに今取り組んでいて、よく関係

機関でどういったものがいいかということを話し合っ

ているところです。今おっしゃったような、フリース

ペースのような居場所づくりについてというのを、現

状自治体のほうで実施ということは、現時点ではちょっ

と厳しいのかなというふうに感じていますが、私たち

としては、やはりそこと連携をしていくということが

すごく重要だというふうに感じています。だから保護

者の方が孤立感を感じないように、私たちも私たちで

できる相談体制を整えたり、そういうことをやってい

きたいというふうに考えておりますし、また居場所づ

くりについても、これについては今後またいろんなこ

とが出てくると思いますので、国の方針等も注視して

まいりたいというふうに考えてございます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん １人でも悩んでいる方が減

るのは大事なことだと思いますので、これからもよろ

しくお願いいたします。ありがとうございます。では、

次の質問に行きます。

大問６、国道507号（現道）の現状について。国道を

高齢者が頻繁に横断する状況であると聞くが、現状を

把握しているのか伺うという質問に対しての答弁は、

ご質問の状況は把握しておりませんということでした。

この場所というのが、ショッピングセンターがあって、

その国道を挟んで、反対側に病院、銀行があるという

ことで、とても横断が多いということなんですけども、

現状、事故は起きておりますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。与那

原警察署のほうに事故の詳細に関して確認しました。

警察のほうは事故の詳細、人身事故だけのカウントに

なるんですが、直近で言いますと、令和５年で３件、

令和４年で３件、令和３年で１件、合計７件の人身事

故が起きている。範囲としては、仲井真交差点のほう

から津嘉山交差点までの区間となっております。以上

です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん 横断するほとんどの方が高

齢者だと聞きます。なので歩行速度が遅い、接近する

車両に対する認識が送れるなどの身体的制約や高齢者

が車から見えづらい状況などということが挙げられる

と思います。この細かい現状の把握は必要だと思いま

すが、ご見解はいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。この

国道507号の、南風原町が今事業を行っている区域につ

いては、先ほども答弁しましたが町道72号線と国道507

号との交差点に国道を横断する横断歩道のほうが設置

されていますので、特に危険であるという認識はござ

いません。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん その横断歩道ですけれども、

この白線も今消えかかっている状況だと思うのですが、

こちらは現状は把握されておりますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 お答えします。現場

のほうを確認しましたら、やはり議員おっしゃるとお

り、白線のほうが薄くなっている現状は確認しました。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。

○４番 西銘多紀子さん いつ頃の整備予定でしょう

か。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後２時11分）

再開（午後２時11分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。区画下水道課

長。

○区画下水道課長 中村太一君 維持管理のほうで、

白線の引き直しを行っていきたいと思います。年度の

内の完了を目指していきたいと思います。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ４番 西銘多紀子議員。



○４番 西銘多紀子さん ありがとうございます。以

上で一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後２時12分）

再開（午後２時21分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

一般質問、次、富信議員の質問の前に、先ほどの西

銘多紀子議員への答弁について、執行部より発言の申

出がありましたので、これ許したいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○議長 赤嶺奈津江さん それでは、区画下水道課長。

○区画下水道課長 中村太一君 すみません、先ほど

の西銘議員の白線の引き直しに関してなんですが、訂

正させていただきたいと思います。引き直しに関して

は関係機関と調整してまいります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん よろしいでしょうか。

それでは通告書のとおり順次発言を許します。15番

知念富信議員。

〔知念富信議員 登壇〕

○15番 知念富信君 皆さんこんにちは。一般質問を

行いたいと思います。一括質問で、一括答弁でお願い

したいと思います。町長がコロナの予防接種があると

いうので、早めに終わりたいと思うので、明瞭な回答

をお願いいたしたいと思います。

大問１、学校給食共同調理場を問う。（１）学校給食

共同調理場等は基本計画、令和７年度に基本設計を得

て工事着手に向けて取り組むと、令和５年６月議会で

答弁されたが、変更はないか。（２）旧社協跡地は、建

物が1,494平米、土地5,100平米であり、現在の給食セ

ンター建物面積1,156平米である。２階から３階建てに

すれば、要望の3,700平米に十分対応できると思うがど

うか。（３）学校給食共同調理場は、現在の一部外部委

託に新規に調理、配送業務を委託されますが、職員の

処遇を問う。

大きい２、国場川河川を問う。（１）国場川は草木が

繁茂している状況である。上流では町単独による浚渫

工事でよくなっているが、下流の国場川は草木で水の

流れを抑制している。斜面も石積みの間からは木々や

ススキなどが繁茂して氾濫が心配される。県は早期の

浚渫工事をするべきではないか。（２）国場川の河川整

備事業の着手からの経過と完了時期を問う。（３）丸大

スーパー裏手で工事中止しているが、物件等問題があ

るか問う。

大きな３番、ハーベスター導入への助成をというこ

とであります。これはサトウキビの刈取り機でありま

す。（１）南風原町のサトウキビ生産農家のサトウキビ

搬出トン数と、サトウキビ手刈り作業とハーベスター

刈取りの比率を問う。（２）生産農家の高齢化に伴い、

ハーベスター刈取り作業に依存する傾向にあるが、本

町にはハーベスターが１台しかなく、隣町からの応援

で対応している。ＪＡとタイアップして２台体制に取

組できないか。以上であります。よろしくお願います。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項１の（１）、（２）に

ついてです。（１）と（２）は関連しますので一括で答

弁いたします。学校給食共同調理場施設基本方針では、

令和５年には、給食センターによる提供食数が6,000食

を超えていく想定から、令和５年６月議会での答弁内

容となりましたが、いまだ6,000食に到達していないこ

とから、当面の間、現施設で調理の対応が可能だと考

えております。

（３）についてです。学校給食調理場に在籍する。

調理職員の処遇について変更はございません。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項２（１）についてお

答えします。令和６年９月に、国場川の浚渫工事にお

いて要請書を本町より沖縄県に提出しております。管

理者の沖縄県に確認したところ、令和７年度に河川の

調査設計を行い、浚渫箇所を決め、令和８、９年度で

堆積土砂、草木撤去を予定しているとのことです。

（２）です。国場川は、昭和47年度から河川改修事

業を進め、令和５年までに河口から平原橋上流までの

約7.3キロが完了しています。事業期間は令和13年度ま

でを予定しているとのことです。

（３）です。丸大スーパー裏手の区間については、

現在、仮設計画や施工方法等の検討業務を実施してお

り、次年度以降に工事を発注する予定とのことです。

質問事項３（１）です。令和５／６年期のサトウキ

ビ搬出トン数は2,409トンとなっており、その比率は手

刈り作業が50.07％、ハーベスター刈取りが41.93％と

なっています。

（２）です。現在、町在住者が農業法人を立上げ、

国、県の補助を活用し、ハーベスター１台の導入を検

討しており、それに向けて取り組んでいるところであ

ります。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 どうもありがとうございました。

では、再質問を行いたいと思います。まず、去年の６

月議会に質問したら、令和７年度には基本設計に入っ



て、８年度に実施設計、９年度に工事を行うという形

の計画を持っていますよという感じの答弁をいただい

ておりますけども、今のところは現施設で調理をやり

たいと言っておりますけども、これは運営委員会での

基本方針で、建設に向けて基本計画を策定したと思い

ますが、運営委員会への説明、了承はされたかどうか。

答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

この基本方針等については、今年度、運営委員会のほ

うで検討はしておりません。議論をしてはおりません。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 していないという感じの答弁を

いただいておりますけども、これだけの計画を立てて、

工事までやりたいという感じの、今、教育委員会での

方針も決まっているのに、運営委員会に報告しない状

況ですか。ちょっとまずいんじゃないですか、答弁お

願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後２時30分）

再開（午後２時30分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。教育長。

○教育長 金城郡浩君 運営委員会のほうに、この計

画の延長というんですかね、変更の部分については、

諮問答申という形にはなっていません。ただ運営委員

会は定期的に開催していますので、その中では6,000食

を超えないというふうな説明は聞いていると思います。

計画自体が6,000食を超え、更新、中身の設備の修繕

等々については予算等々でも皆さんに審議していただ

いているとおりでございます。ただ、建物については、

その許容範囲を超えるということでの改築、それから

新築っていうことでしたが、今現在、少し人口の伸び

が鈍化しているということもあり、その必要が早急で

はないということもあって延びています。そういうこ

ともあって運営委員会のほうで取り急ぎ審議するよう

な事項ではないということで説明は行っていません。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 もう令和９年度には工事を始め

ますよというまでの報告はしているわけでしょう。運

営委員会のほうで審議されているわけよね、そこまで

ね。あなたたちは今6,000食を超えないから、全然報告

しないわけですか、この計画は。どうなんですか、も

う一度。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 運営委員会のほうでは詳細に

ついての審議は実施されていません。南風原町の方針

として、その方針を立てて、教育委員会のほうでそう

いうふうな議論は行いました。しかし実際の人口の伸

び、令和２年、３年としての計画でしたので、その後、

実施計画等々に向けて、当局と財政も含めて審議して

いる中で、人口の伸びが鈍化しているということもあっ

て、建て替えではなくて、設備の入れ替えとか修繕の

方に振り向けて、延命をしながら今対応しているとい

うところで、先ほど来議員のほうで質問されている運

営委員会のほうは、直接ここのほうでの議論に参加し

ていませんので、直接的な計画の変更についての説明

はされていないということです。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 要はこの学校給食の共同調理場

は1988年に完成していますので、本年で築36年を経過

してはいます。将来的には建て替えしないといけない

んじゃないかということで、町長も答弁、先ほど来で

ありましたけども、その場所選定とかそういうのは検

討は、あと何年かかるか分かりませんけども、一応場

所は選定しないといかんじゃないですか。そのあたり

はどうですか。計画をお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育部長。

○教育部長 与那嶺秀勝君 お答えします。土地の選

定についても、まだ検討には至っていません。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 そのあたり対応が遅いんじゃな

いかと自分は思うんですけれども、南風原町は結構土

地があるんだったら、町有地がですよ。あるんだった

らいいんですけど、ない状況ですよね。現在、農地と

かいろんなところを選定で、例えば将来的に、あと10

年後建て替えするよという感じにあった場合は、ある

程度、土地を町内である程度見直して、この辺りどう

ですかとかいうのをやっぱり、運営委員会とかそのあ

たりにも打診して、だって計画立てんといかんさ。果

たして目の前、三、四年ぐらい前になってこっちやり

ましょうと言っても、なかなかできないさーね。後か

ら質問しますけども、別に町自体も社協しかないわけ

よ。あれだけ大きな物件といったら。やっぱり、向こ

うで完全にもう計画しているんだったら別にどうって

ことじゃないんだけど、農地とかを求めるというんだっ

たら、もっと長期的に、早めに計画立てるべきじゃな

いかと自分は思いますけども、どうですか。もう一度

答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育部長。

○教育部長 与那嶺秀勝君 お答えします。議員おっ



しゃるとおりですね、こういった先立って土地の調査

も含め、早急に検討していきたいと思います。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 去年の答弁でありましたけれど

も、現在は5,800食を足りていないという感じの午前の

答弁がありましたけども、去年の報告では令和10年度

頃には6,500食ぐらいになるんじゃないかという感じの、

想定しているという形の答弁をいただいておりました

けども、現在のその後の推移で6,000食は大丈夫という

感じで、6,500食ぐらいになっても大丈夫ですか。答弁

お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 学校給食の提供数に

ついては、令和５年度に町立学校適正規模配置計画の

事業の中でですね、児童生徒の推移というのを令和25

年までのスパンで推計をしております。その中では6,000

食は超えない想定で出ていますので、かなり緩やかに、

何と言うんですかね、児童生徒が減っていくんではな

いかという予測から6,000食は超えないだろうというこ

とで判断しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 6,000食はちょっとしか超えない

だろうと。超えても……超えない。去年の６月の議会

では6,500食になるよという感じの想定で建て替えしま

すという感じの答弁あったんだけど、若干推移が変わっ

て6,000を超えないだろうという感じで計画しているわ

けですね。分かりました。その中にですね、今現在、

アレルギー関係の子どもたちが結構いらっしゃいます

ので、どうしても去年の答弁では、子どもたちに献立

表を作ったりとか、あれで対応するよという感じの答

弁をいただいておりましたけども、やはりこれからア

レルギー食も必要な方々、子どもたちが増えると思う

んですよ。そのためにやっぱりどうしても、プレハブ

でもいいから何でもいいから、短期的な施設を別の棟

で作って提供すべきじゃないかと自分としては思うん

だけど、その意向はありませんか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

当分の間、現施設で調理対応が可能と考えた上でアレ

ルギー対応については、施設面や人的配置、また学校

側の受入れ体制、学校の施設設備の検討が必要になっ

てきますので、これらも含めて調査研究、検討してい

きたいなと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 ひとつアレルギー食ね、大変子

どもたち困っていると思いますのでね、対応をひとつ

よろしくお願いしたいと思います。

（２）に行きたいと思います。旧社協の跡地は建物

が1,494平米で、土地が5,100平米もあるんですよ。前

回のあれではちょっと狭いんじゃないかという答弁が

ありましたけども、十分２階から３階建てにすればこ

の要望をかなえられるよという感じは、自分も友達関

係にちょっといろいろと打診してですね、いろいろと

設計をちょっとやってもらったら、十分できるよとい

う感じの回答をいただいていたんですよ。現在では就

労センターが入居しておりますけども、この社協は町

有地でありますので、検討の対象にはなるんじゃない

かと自分は思っていますけど、どう思いますか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育部長。

○教育部長 与那嶺秀勝君 旧社協跡地についても検

討の対象になると考えています。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 まだ時間はたっぷりあるし、資

料センターもなかなか物件探しにくいので、━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━、ひとつよろしく

お願いします。

（３）に行きたいと思います。調理職員の処遇に変

更ありませんという感じの答弁をいただいております

けども、現在の職員数と会計年度任用職員、パート職

員は何名ですか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

現在の職員の人数ですが、令和６年度については、正

規調理員が４名、再任用調理員が２名、会計年度任用

職員が24名になります。合計30名ということになりま

す。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 合計で30名、その30名は退職す

る方は別に除いても、そのままの状況で雇用はすると

いう感じの体制ですよね。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 先ほど答えたように

処遇に変更はないんですが、正規職員のほうも、その

ままの処遇で継続して雇用していきたいと思います。

会計年度任用職員については、今後委託されるであろ

うところに就職をしていただくということで、説明会

等を行っていきたいと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 ひとつよろしくお願いいたしま

す。その中に配送車は、今現在の町の配送車がありま

すので、それを委託先にそのままさせると思いますけ



ども、もし事故が起きた場合、この取扱いどうするか

が今ちょっと問われるかなと思って。事故起きて、そ

こに関しては町の保険があるので、保険になりますけ

ども、任免責任とか何対何で割りますよね。そのあた

りのあれは、例えば委託先のほうが払うのか、町が払

うのか。どっちが払いますかね。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 今回の委託の内容に

ついてもですね、車両の保険等も含まれておりますの

で、会社のほうで適用させていただくということにな

ると考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 分かりました。じゃあひとつよ

ろしくお願いします。

大きな２番に行きたいと思います。国場川の河川を

問うであります。国場川ですね、宮平川は安里又川か

ら合流して、兼城地内から下流に、漫湖に向かってお

りますけども、以前にも結構兼城のほうで氾濫があっ

たんですよ。そこの支点はですね。やっぱり合流にな

りますので、大きな流域になりますので、そこで氾濫

が結構あったんですよね。去年の大雨においても、危

険水域の近くまで一応流下しているという感じはあり

ましたけども、とにかく早めの浚渫はやっぱり必要な

んですよね。今、県の31の河川があって、17の河川が

整備中ですよという感じの県議会での答弁がありまし

たけども、やっぱり国場川も、整備はされているけど、

草木が繁茂してですね、今大変な状況なんですよ。こ

れではやっぱり、早めにしてもらわないと、令和８年、

９年でやりますよというふうに言われているけど、そ

れが遅れたらまた南風原町も氾濫の、なりますので、

これを県に早めに申請は、早期着工してくださいとい

う感じの要求はできませんか。もう一度お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。答弁でもさせていただいたんですけ

れども、今の現時点ではですね、令和６年、今年の９

月に国場川の浚渫工事については県のほうに要請をさ

せていただいているところです。ですが、富信議員おっ

しゃるように上流側の南風原町は浚渫を終えているん

だけど、下流側の国場川が大分堆積がされていること

によって、この河川の氾濫に少なからずつながってい

るということは想定されていますので、早期にこの浚

渫ができるように、引き続き県と連携を図りながら、

調整を図っていきたいということで考えております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 （２）に行きたいと思いますけ

ども、今、県の河川整備のカタログがありますけども、

今真玉橋から上流に向かってですね、今、平原橋の50

メーターぐらいか、100メーターいかないぐらいまでが

完成しておりますけども、そこからずっと上まで行っ

て、どこまでが河川の整備事業の予定、終点はどこで

すか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。平原橋から上流側に向けて、イオン

の横を通って、今上流側は県道の240号線の宮城橋まで

が事業区間ということになっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 そうですね。これも宮城橋まで

が計画に入っています。これに13年度となっています

けども、ちょっと遅いかなという感じはありますので。

結構進んでいますよね。平原橋から宮城までそんなに

距離はないですよね。二、三キロ、２キロぐらいの距

離だと思いますので、これをこれだけ６年も７年もか

かるといったら、ちょっと遅いかなという感じがあり

ますので、そのあたりは早めに県のほうに要請してく

ださい。よろしくお願いします。

（３）に行きたいと思います。今、平原橋上流近く

まで一応できておりますけども、さらに上に行って、

イオンの西側のほうですね、人道橋がありますけども、

そのあたりのところに大きな倉庫がありますよね。法

人の。そこが今移転予定があるという話を前に聞いて

おりましたけども、そのあたりは進捗状況、どんな状

況ですか。分かりますか。分かる範囲で答弁お願いし

ます。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。そうですね、倉庫のほうで、以前か

ら物件調査であったり、移転先であったり、そういっ

たところの交渉を継続して続けているということで伺っ

ております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 その倉庫が移転するまでだった

ら結構時間かかるような感じでありますけども、今現

在、来年度から工事着工しますよというけど、あと100

メーターもいかない間にこの倉庫がぶつかりますよね。

そのためにこっちでまた足止め食って、何年間もやる

といったら、結構この河川が全然完成しないですよね。

あれ四、五年ぐらい前から移転先のあれで、南星中学

校の横に移転するとか何とかって、いろんな物件交渉

がされていたんだけど全然進まない状況があって、今



でも難航している状況がありますので。それが撤去し

ない限りは、この工事は全然進まない状況があると思

うんですけども、このあたりは県に強く訴えて、早め

にこの倉庫を立ち退きしてもらって、河川が整備でき

るようにやってもらいたいと思いますけども、答弁お

願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。そうですね、当然この物件が移転し

ないと事業が進まないというところではございますが、

ちょっと下流側のほうで、丸大のちょうど後ろのほう、

橋が架かっているところがあるんですけども、今この

橋の架け替えについてもですね、今県のほうで、答弁

であるように架設の計画を進めているところなんです

ね。なのでこの丸大の裏までの橋の架け替えあたりで

も３年ぐらいはかかるだろうということで工程が組ま

れているようなんですね。なので、その先のこの倉庫

のところとなると、４年後ぐらいのイメージかなとい

うことで県は工程を組んでいるようですので、ですが

引き続きですね、早期に物件移転ができるように継続

して沖縄県には取組を進めてまいるように調整してま

いりたいと思います。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 これは今、橋というのは仲瀬橋

ですか。そこが三、四年もかかる状況だったら、これ

は令和13年度までで終わりますか。全然計算合わない

んじゃないの。答弁を願います。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。そうですね、今議員さんが持ってい

る資料のほうでは、仲瀬橋と確かになってはいるんで

すけども、実際、橋名板がなくて無名橋という形で取

り扱いさせていただいているんですけども、確かにこ

こで３年ぐらいかかって、宮城橋まででじゃあ13年で

終わるかとなると、非常にスケジュール感的には厳し

いものがあるかと思いますが、今現時点での県のスケ

ジュールとしては令和13年には事業完了を目指してい

くということで伺っているところです。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 ━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━次に行きたいと思います。

大きな３番、ハーベスター導入の件でありますけど

も、現在町内で小型ハーベスターが１台稼働しており

ますけども、導入に向けて検討している法人があるよ

という感じの答弁がありますので、町内２台になるか

なという感じがあってですね、大変喜んでいるところ

でありますけども、この法人は小型なのか中型なのか、

大型ではないと思いますけれども、どの部類のハーベ

スターを導入計画されていますか。お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。お

話を伺っている範囲では、今使っているやつより馬力

が大きいやつ、そういったハーベスターを検討してい

るというふうに聞いております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 いきなり（２）に行ってしまっ

て、すみませんね。先ほどの答弁では、手刈り作業が

58.07％、ハーベスターの刈取りが41.93％という感じ

の答弁をもらっておりますけども、年度別では分かり

ますか。そのあたりちょっと答弁をお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。ま

ず、令和４／５年期ですね、こちらのほうのハーベス

ター刈取りの比率のほうが37.20％、先ほど申し上げた

令和５／６年のほうが41.93％ということで、対前年

4.73ポイントの増となっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 ちなみにですね、沖縄県全体の

ハーベスターの台数が420台ぐらいあるんですよ。その

中でも、ほとんど100％ほど近くが宮古とか八重山とか、

北部でもほとんどやっているし、南北大東もほとんど

100％、ハーベスター導入でやっている状況があってで

すね、それで420台ぐらいあるんだけど、この南部がな

かなか進まない状況があるんですよね。ハーベスター

を、高齢化もしている状況がありますので、やっぱり

ハーベスター依存がこれからなるだろうという感じは

十分察知できるんですけども、本当にこの沖縄本島の

南部が少ない。そういう状況があって、これはハーベ

スターに依存しないと、手刈りのほうでも20メーター

えだまで持ってきなさいなんですよ。20メートル超え

たら取りませんよと。このサトウキビのあれは。こっ

ちまで搬入しますので、そういう感じでやったら農家

のほうやっぱり大変なんですよね。高齢に差しかかる

に従って、あれだけ遠いところから運ぶというのは大

変なことになりますので、やっぱりハーベスターが導

入されれば、それに持っていくんじゃないかという感

じがありますのでね。是非そのあたりはみんなで知恵

絞って、今トン当たりでも町も今500円ぐらい助成して

いると思いますけども、これもちょっと増額すればで

すね。もっと農家がハーベスターに依存すると思うん



ですよ。そのあたりどうですか。町長どうですかね。

もうちょっとハーベスターの補助金、助成できません

か。トン当たりの助成ですね。担当じゃあどっちでも

いいさ。お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。そ

うですね、今現在、ハーベスターの利用経費補助とい

うことで、トン当たり500円で実施しているところであ

ります。今後、基本的に補助を新たに設定したり、ま

た見直したりするときに農家さんの声が一番重要になっ

てくると思います。そういった声が高まったときにま

た今後検討していこうと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん 15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 町長がこっちをにらんでいます

ので、もう終わります。ありがとうございました。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後２時57分）

再開（午後３時04分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

知念富信議員の一般質問中、まちづくり振興課、国

場川河川を問うについて、不穏当発言について後日、

会議録を調査して不穏当発言があった場合には善処い

たします。また、先ほど給食センターについての質問

について、修正の申出がありますので、それについて

簡易表決で決定したいと思いますけれども、皆さんよ

ろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○議長 赤嶺奈津江さん それでは発言を許します。

15番 知念富信議員。

○15番 知念富信君 私の一般質問の中で━━━━━

━━━━━━━━━という感じで発言いたしましたけ

れども、それを修正したいと思います。就労センター

が退去に向けて取り組んでいるという形で修正をお願

いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後３時06分）

再開（午後３時06分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

取消しと修正ということでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後３時06分）

再開（午後３時06分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

○議長 赤嶺奈津江さん 以上で本日の日程は、全部

終了しました。本日は、これで散会します。お疲れさ

までした。

散会（午後３時06分）


